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崔
靈
恩
の
『
三
禮
義
宗
』

―
―
鄭
玄
注
か
ら
南
北
朝
經
學
へ
―
―

田
尻

健
太

は
じ
め
に

傳
統
的
な
經
學
の
枠
組
み
の
中
で
は
、
魏
晉
南
北
朝
時
代
の
經
學
に
對
す
る
評
價
は
芳
し
く
な
い
。
そ
の
背
景
に
は
、
經
學
の
盛
行
し

た
時
代
と
し
て
經
學
者
に
理
想
化
さ
れ
て
き
た
漢
王
朝
の
崩
壞
と
分
裂
時
代
へ
の
突
入
、
い
わ
ゆ
る
「
純
粹
な
經
學
」
を
亂
す
も
の
と
し

て
の
佛
敎
・
道
敎
の
臺
頭
と
い
っ
た
事
象
が
作
用
し
て
い
る
だ
ろ
う

。
（１）

し
か
し
、
こ
う
し
た
評
價
が
一
面
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
、
近
年
の
硏
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
て
い
る
。
魏
晉
時
代

に
は
經
書
に
對
す
る
注
、
南
北
朝
時
代
に
は
經
・
注
を
解
説
し
た
義
疏
な
ど
の
形
を
取
っ
て
、
經
學
の
營
み
は
脈
々
と
續
け
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
成
果
は
後
世
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た

。
（２）

こ
の
う
ち
、
魏
晉
時
代
の
經
學
に
對
す
る
硏
究
は
、『
左
傳
』
杜
預
注
、『
尚
書
』
僞
孔
傳
な
ど
の
注
の
分
析
、
ま
た
鄭
玄
注
と
王
肅
注

の
比
較
な
ど
、
既
に
か
な
り
の
蓄
積
が
あ
る

。
一
方
、
南
北
朝
時
代
の
經
學
に
對
す
る
硏
究
は
、
い
ま
だ
十
分
な
蓄
積
が
あ
る
と
は
言

（３）
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い
難
い
。
そ
の
理
由
の
一
つ
に
は
、
南
北
朝
時
代
に
書
か
れ
た
經
學
著
作
の
ほ
と
ん
ど
が
現
存
し
な
い
と
い
う
資
料
面
の
問
題
が
あ
る
。

義
疏
の
多
く
は
、
日
本
に
傳
存
す
る
佚
存
書
や
敦
煌
文
獻
と
い
っ
た
形
で
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
硏
究
に
限
界
が
生
じ
る
の
は

當
然
と
言
え
る
。

た
だ
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
一
つ
の
書
籍
の
形
で
現
在
ま
で
傳
來
す
る
も
の
が
少
な
い
と
い
う
だ
け
で
あ
り
、『
五
經
正
義
』『
通
典
』
と

い
っ
た
他
書
に
引
用
さ
れ
る
南
北
朝
時
代
の
經
説
は
、
か
な
り
の
量
が
傳
存
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
、
こ
う
し
た
佚
文
の
收
集
作
業
は
樣

々
な
硏
究
者
に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
て
き
た
が

、
佚
文
に
對
す
る
細
か
な
讀
解
は
そ
れ
ほ
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。
佚
文
は
そ
の
引
用
元
の

（４）

文
獻
の
影
響
を
強
く
受
け
る
點
で
文
獻
學
的
な
問
題
を
孕
ん
で
い
る
が
、
愼
重
に
扱
え
ば
根
據
と
す
る
に
足
り
る
も
の
で
も
あ
る

。
（５）

本
稿
で
は
、
南
北
朝
時
代
の
學
者
で
あ
る
崔
靈
恩
を
取
り
上
げ
、
そ
の
學
説
や
著
作
の
特
徵
を
考
察
す
る
。
崔
靈
恩
の
『
三
禮
義
宗
』

（
以
下
『
義
宗
』）
は
後
世
に
至
る
ま
で
よ
く
用
い
ら
れ
た
た
め
、
佚
文
が
數
多
く
殘
さ
れ
て
お
り
、
崔
靈
恩
は
南
北
朝
時
代
の
經
學
者

の
中
で
は
比
較
的
文
獻
の
充
實
し
た
學
者
で
あ
る
。
本
稿
で
ま
ず
崔
靈
恩
の
學
問
を
と
ら
え
る
こ
と
で
、
南
北
朝
時
代
の
經
學
硏
究
の
第

一
步
と
し
た
い
。

以
上
の
目
的
の
も
と
、
本
稿
は
以
下
の
構
成
を
取
る
。
第
一
章
で
は
、
崔
靈
恩
の
生
涯
を
辿
り
、
そ
の
學
問
的
な
背
景
を
考
察
す
る
。

第
二
章
・
第
三
章
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
、
崔
靈
恩
の
佚
文
を
詳
し
く
讀
解
し
、
そ
の
細
か
な
表
現
に
込
め
ら
れ
た

崔
靈
恩
の
經
學
上
の
意
圖
や
工
夫
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
四
章
で
は
、
以
上
の
崔
説
が
載
せ
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
崔
靈
恩
『
義
宗
』

の
特
徵
を
明
ら
か
に
す
る
。
最
後
に
、
今
後
の
展
望
を
交
え
な
が
ら
崔
靈
恩
の
經
學
史
上
の
位
置
を
考
察
し
、
本
稿
の
ま
と
め
と
す
る
。
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一
、
崔
靈
恩
の
生
涯

本
章
で
は
、
傳
記
資
料
に
基
づ
い
て
、
崔
靈
恩
の
生
涯
を
振
り
返
り
つ
つ
、
崔
靈
恩
の
學
問
の
背
景
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
ま
ず
は
崔

靈
恩
の
略
歷
を
見
て
お
く
。

崔
靈
恩
は
淸
河
郡
東
武
城
縣
の
人

、
五
經
に
廣
く
通
じ
、
特
に
三
禮
・
三
傳
に
詳
し
か
っ
た
。
も
と
も
と
北
魏
に
太
常
博
士
と
し
て

（６）

仕
え
、
天
監
十
三
年
（
五
一
四
）
に
梁
に
移
っ
た
。
梁
の
武
帝
は
そ
の
儒
學
を
評
價
し
、
員
外
散
騎
侍
郞
に
拔
擢
す
る
と
、
步
兵
校
尉
と
な

っ
た
の
ち
、
國
子
博
士
を
兼
ね
た
。
崔
靈
恩
が
學
生
を
集
め
て
講
義
を
行
う
と
、
聽
講
す
る
者
は
常
に
數
百
人
い
た
。
性
格
は
朴
訥
で
、

氣
取
っ
た
と
こ
ろ
が
な
く
、
そ
の
經
書
解
釋
は
精
致
を
極
め
て
い
た
た
め
、
京
師
の
老
儒
は
み
な
こ
れ
を
稱
え
た
と
い
う
。
長
沙
内
史
と

し
て
都
を
出
た
の
ち
、
歸
っ
て
再
び
國
子
博
士
に
任
ぜ
ら
れ
る
と
、
そ
の
講
義
を
聽
く
者
は
非
常
に
多
か
っ
た

。
崔
靈
恩
の
著
述
と
し

（７）

て
、『
隋
書
』
經
籍
志
は
「
集
注
毛
詩
二
十
四
卷
」「
集
注
周
官
禮
二
十
卷
」
「
三
禮
義
宗
三
十
卷
」
「
春
秋
經
傳
解
六
卷
」
「
春
秋
申
先
儒

傳
論
十
卷
」「
春
秋
左
氏
傳
立
義
十
卷
」
を
著
錄
す
る

。
（８）

次
に
、
當
時
の
經
學
の
狀
況
と
し
て
特
筆
す
べ
き
點
と
崔
靈
恩
の
關
わ
り
を
確
認
し
て
お
く
。
一
點
目
は
、
經
書
と
そ
の
注
釋
に
對
す

る
解
説
や
議
論
の
營
み
の
一
形
態
で
あ
る
義
疏
の
發
達
で
あ
る
。
南
北
朝
時
代
の
經
學
が
主
に
義
疏
の
形
を
取
っ
て
展
開
し
た
こ
と
、
そ

し
て
義
疏
の
發
生
に
經
學
講
義
の
場
が
密
接
に
關
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が

、
上
に
見
た
通
り
、
崔
靈
恩
の
列

（９）

傳
に
も
講
義
へ
の
言
及
が
あ
る
。
ま
た
、『
論
語
義
疏
』
な
ど
義
疏
を
多
く
作
っ
た
皇
侃
（
四
八
八
～
五
四
五
）
が
崔
説
を
引
く
ほ
か

、『
禮

（10）

記
子
本
疏
義
』
に
も
崔
説
が
引
か
れ
る
。
ま
ず
こ
こ
か
ら
、
崔
靈
恩
も
當
時
の
義
疏
の
流
行
と
い
う
背
景
を
共
有
す
る
學
者
で
あ
る
と
言



- 4 -

え
る
。

二
點
目
は
、
南
北
朝
時
代
、
制
禮
事
業
や
貴
族
制
の
發
達
を
背
景
と
し
て
、
三
禮
全
體
に
對
す
る
硏
究
が
增
え
て
い
た
こ
と
で
あ
る

。
（11）

三
禮
に
關
す
る
總
合
的
な
著
作
と
し
て
、『
隋
書
』
經
籍
志
の
著
錄
す
る
南
北
朝
時
代
の
著
作
に
、
何
承
天
（
宋
）
『
禮
論
』
三
百
卷
、
そ

の
抄
錄
の
王
儉
（
齊
）
『
禮
論
要
鈔
』
十
卷
、
ま
た
元
延
明
（
後
魏
→
梁
）
『
三
禮
宗
略
』
二
十
卷
な
ど
が
あ
る
。
崔
靈
恩
が
著
し
た
『
三
禮

義
宗
』
も
、
こ
れ
ら
と
類
を
同
じ
く
す
る
著
作
で
あ
り
、
第
四
章
で
詳
述
す
る
。

三
點
目
は
、
北
朝
の
經
學
（
北
學
）
と
南
朝
の
經
學
（
南
學
）
で
は
主
に
用
い
る
經
書
の
注
釋
に
相
違
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
こ
と
で
あ

る

。
崔
靈
恩
は
北
朝
か
ら
南
朝
に
移
っ
た
學
者
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
ば
『
左
傳
』
の
注
釋
（
北
朝
で
は
服
虔
注
、
南
朝
で
は
杜
預
注

（12）
が
主
で
あ
っ
た
）
に
お
い
て
、
崔
靈
恩
が
南
朝
に
移
っ
た
後
も
服
注
を
用
い
た
た
め
、
周
圍
の
學
者
と
し
ば
し
ば
對
立
し
た
と
い
う
逸
話

が
あ
る

。
（13）

ま
た
、
北
學
・
南
學
に
は
鄭
玄
注
・
王
肅
注
の
對
立
軸
も
あ
る
。
南
朝
で
は
、
禮
に
お
い
て
一
時
期
王
肅
注
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
結

局
は
南
北
と
も
に
鄭
玄
注
が
主
と
な
っ
た
と
は
い
え
、
北
朝
で
は
よ
り
鄭
玄
注
が
重
ん
じ
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る

。
崔
靈
恩
の
態
度
に
は
、

（14）

こ
う
し
た
背
景
を
反
映
す
る
も
の
が
あ
る
。

鄭
玄
注
「
社
稷
者
，
土
穀
之
神
，
勾
龍
、
后
稷
以
配
食
也
」。
…
…
王
肅
云
「
勾
龍
、
周
棄
，
竝
爲
五
官
，
故
祀
爲
社
稷
」。
…
…
崔

靈
恩
云
「
二
家
之
説
，
雖
各
有
通
途
，
但
昔
來
所
習
謂
鄭
爲
長
，
故
依
鄭
義
」。（
『
通
典
』
卷
四
十
五
・
禮
五
・
社
禝
）
（15）

鄭
玄
注
（
『
周
禮
』
春
官
・
大
宗
伯
）
に
は
「
社
稷
と
は
、
土
穀
の
神
で
、
勾
龍
・
后
稷
を
こ
れ
に
配
食
す
る
」
と
あ
る
。
…
…
王

肅
は
「
勾
龍
・
周
棄
は
、
と
も
に
五
官
で
あ
り
、
よ
っ
て
祀
っ
て
社
稷
と
す
る
」
と
い
う
。
…
…
崔
靈
恩
は
「
二
家
の
説
は
、
ど
ち

ら
も
道
理
が
通
る
が
、
昔
か
ら
學
ん
だ
先
生
は
鄭
説
が
よ
い
と
み
な
し
て
い
た
の
で
、
鄭
玄
の
意
に
從
う
」
と
い
う
。
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「
昔
來
所
習
」
の
意
味
が
取
り
に
く
い
が
、
崔
靈
恩
に
か
つ
て
北
朝
で
學
ん
で
い
た
背
景
が
あ
る
こ
と
を
考
え
、
右
の
よ
う
に
譯
し
た
。

加
え
て
、
崔
靈
恩
が
採
用
し
た
上
の
鄭
説
「
社
稷
者
，
土
穀
之
神
」
が
、
も
と
も
と
緯
書
説
に
由
來
す
る
と
疏
で
指
摘
さ
れ
る
點
も
重
要

で

、
こ
れ
以
外
に
も
、
崔
靈
恩
が
緯
書
を
根
據
と
す
る
例
が
見
受
け
ら
れ
る

。
北
朝
で
は
南
朝
に
比
し
て
緯
書
が
多
く
用
い
ら
れ
る
こ

（16）

（17）

と
、
そ
し
て
そ
の
背
景
に
は
鄭
玄
注
と
緯
書
の
關
わ
り
の
深
さ
が
あ
る
と
既
に
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
崔
靈
恩
も
こ
う
し
た
背
景
を
引
き
繼

い
で
い
る
と
言
え
る

。
（18）

以
上
の
背
景
を
踏
ま
え
た
上
で
、
次
章
以
降
で
崔
靈
恩
の
學
説
を
具
體
的
に
檢
討
し
て
い
く
。
崔
靈
恩
の
學
問
を
檢
討
し
た
先
行
硏
究

に
、
焦
桂
美
『
南
北
朝
經
學
史
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
九
、
二
五
三
～
二
六
六
頁
）
が
あ
り
、
崔
靈
恩
の
學
問
の
特
徵
と
し
て
、
①
鄭

説
を
重
ん
じ
る
こ
と
、
②
訓
詁
か
ら
經
義
を
引
き
出
す
こ
と
、
③
具
體
的
な
儀
禮
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
意
義
を
揭
げ
る
こ
と
、
④
緯
書
・

五
行
説
を
用
い
る
こ
と
、
⑤
經
傳
に
明
文
が
な
い
箇
所
に
説
明
を
加
え
る
こ
と
、
⑥
古
本
の
字
句
を
保
存
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
擧
げ
る
。

焦
氏
の
指
摘
自
體
は
妥
當
な
も
の
と
言
え
る
が
、
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
に
槪
括
さ
れ
る
崔
靈
恩
の
學
説
の
中
身
に
つ
い
て
、
一
文
一
文

に
込
め
ら
れ
た
細
か
な
工
夫
を
丁
寧
に
讀
み
解
く
こ
と
で
、
崔
靈
恩
の
意
圖
や
狙
い
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
に
焦
點
を
當
て
て
い
る
。

そ
こ
で
、
崔
靈
恩
の
細
や
か
な
創
意
工
夫
が
讀
み
取
れ
る
ほ
ど
に
長
文
の
崔
説
の
佚
文
が
存
し
て
い
る
例
と
し
て
、
第
二
章
で
崔
靈
恩

の
祫
祭
説
、
第
三
章
で
崔
靈
恩
の
變
除
説
を
取
り
上
げ
、
詳
し
く
分
析
し
て
い
く
。
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二
、
崔
靈
恩
の
祫
祭
説

本
章
で
は
、『
禮
記
正
義
』『
通
典
』
等
に
長
文
で
引
用
さ
れ
る
崔
靈
恩
の
祫
祭
説
を
取
り
上
げ
る
。
祫
祭
に
注
目
す
る
理
由
は
、
崔
靈

恩
の
學
説
の
佚
文
の
中
で
最
も
充
實
し
て
殘
存
し
て
お
り
、
崔
靈
恩
の
思
考
を
細
か
に
追
い
得
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
崔
靈
恩
が
祫
祭

の
細
か
な
儀
節
を
ど
う
理
解
し
て
い
た
か
探
る
た
め
に
は
、
崔
靈
恩
が
祫
祭
の
位
置
づ
け
や
全
體
の
流
れ
を
ど
う
把
握
し
て
い
た
か
、
と

い
う
前
提
を
先
に
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
‐
一
、
祫
祭
の
前
提
の
整
理

王
の
宗
廟
で
は
、
先
祖
五
代
（
ま
た
は
七
代
）
の
廟
を
祀
る
と
さ
れ
、
そ
れ
以
前
の
も
の
は
順
に
廟
か
ら
除
か
れ
る
（
こ
れ
を
「
毀
廟
」

と
い
う
）。
そ
し
て
、
毀
廟
と
未
毀
廟
の
神
主
（
位
牌
）
を
太
祖
に
合
わ
せ
て
祀
る
宗
廟
の
大
祭
が
「
祫
祭
」
で
あ
る
。
祫
と
似
た
位
置

付
け
の
祭
祀
に
「
禘
」
が
あ
り
、
歷
代
の
禮
學
の
議
論
の
な
か
で
、
そ
の
區
別
の
有
無
や
區
別
の
方
法
が
常
に
問
題
と
さ
れ
て
き
た

。
（19）

崔
靈
恩
は
祫
・
禘
を
以
下
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
。

禘
以
夏
者
，
以
審
諦
昭
穆
序
列
尊
卑
，
夏
時
陽
在
上
，
陰
在
下
，
尊
卑
有
序
，
故
大
次
第
而
祭
之
。
故
禘
者
，
諦
也
，
第
也
。
祫
以

秋
者
，
以
合
聚
群
主
，
其
禮
最
大
，
必
秋
時
萬
物
成
熟
，
大
合
而
祭
之
。
故
祫
者
，
合
也
。（
『
通
典
』
卷
四
十
九
・
禮
九
・
祫
禘
上

引
崔
靈
恩
云
）

禘
が
夏
に
行
わ
れ
る
の
は
、
（
禘
は
）
昭
穆
の
序
列
や
尊
卑
を
明
ら
か
に
（
審
諦
）
す
る
も
の
で
あ
り
、
夏
に
は
陽
が
上
、
陰
が
下
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に
あ
り
、
尊
卑
が
順
序
立
っ
て
い
る
の
で
、
次
第
を
重
要
と
し
祭
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
「
禘
」
と
は
「
諦
」
で
あ
り
「
第
」
の
意

味
だ
。
祫
が
秋
に
行
わ
れ
る
の
は
、（
祫
は
）
さ
ま
ざ
ま
な
神
主
を
合
わ
せ
て
祀
り
、
そ
の
禮
は
最
大
で
あ
る
か
ら
、
必
ず
秋
に
萬

物
が
成
熟
し
、
合
わ
せ
る
こ
と
を
重
要
と
し
祀
る
の
だ
。
よ
っ
て
「
祫
」
と
は
「
合
」
の
意
味
だ
。

鄭
玄
は
、
祫
は
毀
廟
・
未
毀
廟
の
神
主
を
合
わ
せ
て
祀
る
が
、
禘
は
毀
廟
の
み
を
祀
る
と
し
、
祫
を
上
位
と
す
る

。
上
の
崔
説
は
、

（20）

鄭
説
の
枠
組
み
を
踏
襲
し
な
が
ら
、
祭
祀
の
時
期
や
訓
詁
を
結
び
つ
け
て
整
理
し
て
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。

次
に
、
崔
靈
恩
が
祫
の
内
容
の
大
枠
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
知
る
た
め
、
崔
靈
恩
が
「
用
酒
之
法
」
を
整
理
す
る
一
段
を
見
る
。

「
用
酒
之
法
」
と
は
、
祫
祭
・
禘
祭
・
四
時
之
祭
・
時
祭
と
い
っ
た
祭
祀
に
お
い
て
、
い
つ
ど
の
種
類
の
酒
・
器
を
用
い
る
か
定
め
た
規

則
で
あ
る
。
祫
祭
で
は
、
王
・
后
、
そ
し
て
先
祖
の
形
代
で
あ
る
尸
が
酒
・
生
贄
を
天
地
に
供
え
る
こ
と
が
主
要
な
儀
禮
と
な
る
た
め
、

酒
・
器
の
種
類
は
重
要
な
要
素
で
あ
る

。
（21）

こ
の
一
段
は
、『
禮
記
』
禮
運
疏
に
引
か
れ
、「
其
用
酒
之
法
，
崔
氏
云
：
周
禮
大
祫
於
大
廟
，
則
備
五
齊
三
酒
」
と
い
う
一
文
か
ら
始

ま
る

。
崔
靈
恩
は
、
祫
祭
で
は
「
五
齊
三
酒
」
を
用
い
る
こ
と
を
説
き
、
次
に
祫
祭
の
中
で
の
酒
・
器
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
規

（22）

則
的
に
整
理
す
る
。

朝
踐
，
王
酌
泛
齊
，
后
酌
醴
齊
。
饋
食
，
王
酌
盎
齊
，
后
酌
醍
齊
。
朝
獻
，
王
酌
泛
齊
，
因
朝
踐
之
尊
。
再
獻
，
后
酌
醍
齊
，
因
饋

食
之
尊
。
…
…
祫
祭
在
秋
，
案
司
尊
彝
「
秋
嘗
，
冬
烝
，
朝
獻
，
用
兩
著
尊
，
饋
獻
，
用
兩
壺
尊
。」
則
泛
齊
、
醴
齊
，
各
以
著
尊

盛
之
，
盎
齊
、
醍
齊
、
沈
齊
，
各
以
壺
尊
盛
之
，
凡
五
尊
也
。
又
五
齊
各
有
明
水
之
尊
，
凡
十
尊
也
。
三
酒
三
尊
，
各
加
玄
酒
，
凡

六
尊
也
。
通
斝
彝
盛
明
水
，
黃
彝
盛
鬱
鬯
，
凡
有
十
八
尊
。

朝
踐
で
は
、
王
は
泛
齊
を
酌
み
、
后
は
醴
齊
を
酌
む
。
饋
食
で
は
、
王
は
盎
齊
を
酌
み
、
后
は
醍
齊
を
酌
む
。
朝
獻
で
は
、
王
は
泛
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齊
を
酌
み
、
朝
踐
で
用
い
た
尊
（
器
）
を
そ
の
ま
ま
用
い
る
。
再
獻
で
は
、
后
は
醍
齊
を
酌
み
、
饋
食
で
用
い
た
尊
を
そ
の
ま
ま
用

い
る
。
…
…
祫
祭
は
秋
に
行
わ
れ
る
。『
周
禮
』
司
尊
彝
を
調
べ
る
と
「
秋
の
嘗
、
冬
の
烝
で
は
、
朝
獻
で
は
二
つ
の
著
尊
を
用
い
、

饋
獻
で
は
二
つ
の
壺
尊
を
用
い
る
」

と
あ
る
か
ら
、
泛
齊
・
醴
齊
は
、
そ
れ
ぞ
れ
著
尊
に
盛
っ
て
、
盎
齊
・
醍
齊
・
沈
齊
は
、
そ

（23）

れ
ぞ
れ
壺
尊
に
盛
る
と
、
全
部
で
五
つ
の
尊
が
あ
る
。
さ
ら
に
五
齊
に
は
そ
れ
ぞ
れ
明
水
の
尊
が
あ
り
、
全
部
で
十
の
尊
が
あ
る
。

三
酒
に
三
つ
の
尊
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
玄
酒
を
加
え
る
と
、
全
部
で
六
つ
の
尊
が
あ
る
。
斝
彝
に
明
水
を
盛
り
、
黃
彝
に
鬱
鬯
を

盛
る
の
を
合
わ
せ
る
と

、
全
部
で
十
八
の
尊
が
あ
る
。

（24）

以
上
、
五
酒
と
そ
れ
ぞ
れ
に
用
い
る
器
に
つ
い
て
、
儀
節
の
順
序
と
酒
の
等
級
を
對
應
さ
せ
な
が
ら
、
順
序
良
く
整
理
し
て
い
る
。
祫

祭
に
無
關
係
な
部
分
は
省
略
し
た
が
、
禘
祭
・
四
時
之
祭
・
時
祭
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
祭
祀
の
等
級
に
合
わ
せ
て
規
則
的
に
整
理

し
て
い
る
。

こ
の
一
段
は
、
用
い
る
酒
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
祫
祭
の
全
體
の
流
れ
を
要
領
よ
く
圖
式
的
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
崔
靈
恩
は

こ
こ
で
「
全
部
で
用
い
る
器
が
十
八
あ
る
」
と
い
う
槪
括
的
な
情
報
を
揭
げ
る
が
、
こ
う
し
た
記
述
に
は
、
祭
祀
の
全
體
的
な
位
置
づ
け

を
把
握
し
や
す
く
な
る
效
果
が
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、『
禮
記
』
明
堂
位
疏
の
引
く
『
三
禮
義
宗
』
に
も
「
廟
祫
祭
用
十
八
尊
，
祫
在
秋
，

禘
祭
用
十
六
尊
，
禘
在
夏
也
」
と
あ
る
が
、
こ
う
し
て
全
體
の
器
の
數
を
示
す
だ
け
で
、
祫
・
禘
の
祭
祀
と
し
て
の
等
級
の
差
が
一
目
で

分
か
る
。二

‐
二
、
祫
祭
の
儀
節
の
整
理

以
下
、
祫
祭
の
細
か
な
儀
節
を
整
理
す
る
崔
靈
恩
の
手
腕
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
同
じ
く
禮
運
疏
に
、「
大
祫
祭
，
凡
十
八
尊
，
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其
明
水
玄
酒
陳
之

，
各
在
五
齊
三
酒
之
上
」
と
い
う
書
き
出
し
か
ら
始
ま
る
崔
説
の
引
用
が
あ
り
、
以
下
で
細
か
な
祫
祭
の
手
順
が
述

（25）

べ
ら
れ
る
。
し
ば
ら
く
そ
の
行
文
を
追
う
。

①
祭
日
之
旦
，
②
王
服
衮
冕
而
入
。
③
尸
亦
衮
冕
，
祝
在
後
侑
之

。
④
王
不
出
迎
尸
，
故
〈
祭
統
〉
云
「
君
不
迎
尸
，
所
以
別
嫌

（26）

也
」。
⑤
尸
入
室
，
乃
作
樂
降
神
，
故
〈
大
司
樂
〉
云
「
凡
樂
，
圜
鍾
爲
宮
，
九
變
而
致
人
鬼
」

，
是
也
。

（27）

①
祭
の
當
日
の
朝
、
②
王
は
衮
冕
を
着
て
（
廟
に
）
入
る
。
③
尸
も
衮
冕
を
着
て
、
祝
は
王
の
後
ろ
で
王
を
助
け
る
。
④
王
は
尸
を

出
迎
え
る
こ
と
は
し
な
い
。
だ
か
ら
『
禮
記
』
祭
統
に
「
君
は
尸
を
迎
え
に
行
か
な
い
。
嫌
疑
が
生
じ
る
の
を
避
け
る
た
め
で
あ
る
」

と
あ
る
の
だ
。
⑤
尸
が
室
に
入
る
と
、
そ
こ
で
樂
を
始
め
て
神
を
降
臨
さ
せ
る
。
だ
か
ら
『
周
禮
』
大
司
樂
に
「
樂
は
總
じ
て
、
圜

鍾
を
宮
と
し
、
九
變
し
て
人
鬼
を
降
臨
さ
せ
る
」
と
あ
る
の
が
こ
の
こ
と
で
あ
る
。

祫
祭
は
、
王
・
后
・
尸
が
宗
廟
で
酒
や
犧
牲
を
天
地
に
供
え
る
儀
禮
が
主
軸
に
あ
る
か
ら
、
そ
の
儀
節
に
は
、
王
・
后
・
尸
ら
參
加
者

の
宗
廟
へ
の
入
室
、
そ
の
閒
で
の
酒
の
應
酬
、
天
地
へ
の
生
贄
の
獻
上
な
ど
が
あ
る
。
こ
こ
は
、
最
初
に
王
・
尸
が
宗
廟
に
入
る
際
の
手

順
を
説
明
す
る
段
で
あ
り
、
崔
靈
恩
は
經
書
と
鄭
注
を
巧
み
に
利
用
し
な
が
ら
儀
節
の
手
順
を
組
み
立
て
て
い
る
。
以
下
、
ま
ず
そ
れ
ぞ

れ
の
根
據
を
示
し
、
次
に
崔
靈
恩
に
よ
る
儀
禮
の
再
構
成
の
特
徵
を
分
析
す
る
。

①
祭
の
當
日
は
朝
か
ら
祭
祀
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
常
識
的
と
言
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
た
と
え
ば
『
周
禮
』
春
官
・
雞
人
に
「
大

祭
祀
，
夜
嘑
旦
以
嘂
百
官
」
と
あ
る
。

②
王
が
袞
冕
に
服
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、『
周
禮
』
春
官
・
司
服
に
「
王
之
吉
服
。
…
…
享
先
王
則
袞
冕
」
と
あ
り
、
祫
祭
は
先
王

を
祀
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
袞
冕
に
該
當
す
る
。

③
尸
も
同
じ
く
衮
冕
に
服
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、『
周
禮
』
春
官
・
守
祧
「
若
將
祭
祀
，
則
各
以
其
服
授
尸
」
の
鄭
注
に
「
尸
當
服
卒
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者
之
上
服
，
以
象
生
時
」
と
あ
り
、
ま
た
『
儀
禮
』
士
虞
禮
に
「
尸
服
卒
者
之
上
服
」
と
あ
る

。
つ
ま
り
、
尸
は
、
そ
の
形
代
と
な
る

（28）

死
者
の
生
前
と
同
じ
服
を
着
る
。

④
王
が
尸
を
出
迎
え
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
崔
靈
恩
は
『
禮
記
』
祭
統
「
君
迎
牲
而
不
迎
尸
。
別
嫌
也
。
尸
在
廟
門
外
則
疑
於
臣
，
在

廟
中
則
全
於
君
」
を
擧
げ
る
。
つ
ま
り
、
尸
は
先
祖
の
形
代
で
あ
る
か
ら
、
廟
の
中
で
は
君
主
に
と
っ
て
敬
う
對
象
と
な
る
が
、
廟
外
で

は
そ
の
役
割
は
持
た
ず
、
あ
く
ま
で
王
の
臣
下
と
な
る
。
こ
の
點
の
區
別
を
き
ち
ん
と
つ
け
る
た
め
に
、
君
主
が
外
に
出
て
尸
を
出
迎
え

に
行
く
こ
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。

⑤
「
尸
入
室
，
乃
作
樂
降
神
」
の
説
明
と
し
て
、
崔
靈
恩
が
『
周
禮
』
大
司
樂
を
擧
げ
る
の
は
、
當
該
箇
所
の
經
文
の
直
前
に
「
於
宗

廟
之
中
奏
之
」
と
あ
る
こ
と
、
こ
の
經
文
の
鄭
注
に
「
此
三
者
，
皆
禘
大
祭
也
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
る
だ
ろ
う
。
鄭
玄
は
こ
の
祭
祀
を
「
禘
」

と
し
た
わ
け
だ
が
、
崔
靈
恩
は
こ
の
記
述
を
祫
祭
の
復
元
に
も
利
用
し
た
。
禘
に
最
上
位
の
樂
で
あ
る
九
樂
が
用
い
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、

そ
れ
よ
り
上
位
の
祫
祭
も
同
じ
く
最
上
位
の
九
樂
を
行
う
は
ず
と
考
え
た
の
だ
ろ
う

。
（29）

な
お
、
樂
を
行
う
タ
イ
ミ
ン
グ
に
つ
い
て
は
、『
周
禮
』
大
司
樂
・
鄭
注
に
「
先
奏
是
樂
，
以
致
其
神
，
禮
之
以
玉
而
祼
焉
，
乃
後
合

樂
而
祭
之
」
と
あ
り
、
樂
に
よ
る
神
下
ろ
し
を
し
た
の
ち
に
祼
を
行
い
、
そ
の
後
に
合
樂
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
⑤
は
こ
の
う
ち
の
一
回

目
の
樂
を
指
す
が
、
こ
れ
が
「
尸
入
室
」
の
直
後
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
、
先
王
の
形
代
と
し
て
の
尸
と
、
現
在
の
王
と
が
場
に
全
員
揃

っ
て
か
ら
神
降
ろ
し
が
始
ま
る
と
崔
靈
恩
が
想
定
し
た
こ
と
に
よ
る
の
だ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
の
點
に
つ
い
て
鄭
注
に
記
述
が
あ
る
わ
け
で

は
な
い

。
（30）

以
上
の
一
段
を
讀
む
だ
け
で
も
、
崔
靈
恩
が
、
①
祭
祀
の
開
始
時
刻
、
②
③
參
加
者
の
服
裝
と
入
室
に
つ
い
て
、
④
入
室
す
る
際
の
注

意
點
、
⑤
全
員
が
場
に
揃
っ
た
ら
行
う
こ
と
…
…
と
い
う
よ
う
に
、
祭
祀
の
儀
節
を
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
し
な
が
ら
、
祫
祭
の
手
順
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を
書
き
起
こ
し
た
こ
と
が
容
易
に
想
像
で
き
る
。
經
文
・
鄭
注
に
散
在
す
る
情
報
群
を
、
手
順
に
起
こ
し
て
再
構
成
す
る
崔
靈
恩
の
手
腕

は
鮮
や
か
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
過
程
で
、
も
と
も
と
經
文
や
鄭
注
で
は
語
ら
れ
て
い
な
い
情
報
が
付
加
さ
れ
得
る
點
に
は
注
意
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
ま
で
で
王
・
后
・
尸
が
入
室
し
た
の
で
、
い
よ
い
よ
酒
の
應
酬
に
入
る
。
そ
の
儀
式
は
九
回
行
わ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
一
獻
、
二
獻
、

…
…
と
呼
稱
さ
れ
る
。
二
獻
ま
で
の
手
順
が
以
下
で
あ
る
。

①
乃
灌
，
故
《
書
》
云
「
王
入
大
室
祼
」
。
②
當
灌
之
時
，
衆
尸
皆
同
在
大
廟
中
，
依
次
而
灌
，
③
所
灌
鬱
鬯
，
④
小
宰
注
云
「
尸

祭
之
，
啐
之
，
奠
之
」，
是
爲
一
獻
也
。
⑤
王
乃
出
迎
牲
，
后
從
灌
，
二
獻
也
。

①
そ
こ
で
灌
（
地
に
酒
を
灌
ぎ
神
を
降
ろ
す
儀
式
）
を
行
う
。
だ
か
ら
『
尚
書
』
洛
誥
に
「
王
は
太
室
に
入
り
、
祼
（
灌
）
を
行
う
」

と
あ
る
の
だ
。
②
灌
を
行
う
時
に
は
、
尸
た
ち
は
み
な
同
じ
く
太
廟
の
中
に
い
て
、
順
番
に
從
っ
て
灌
を
行
う
。
③
灌
で
用
い
る
の

は
鬱
鬯
で
あ
り
、
④
『
周
禮
』
小
宰
の
鄭
注
に
は
「
尸
が
こ
れ
を
床
に
注
ぎ
、
口
に
含
み
、
地
に
供
え
る
」
と
い
う
。
こ
れ
が
「
一

獻
」
で
あ
る
。
⑤
王
は
そ
こ
で
出
て
犧
牲
を
迎
え
、
そ
の
閒
に
后
は
灌
を
行
い
、
こ
れ
が
「
二
獻
」
で
あ
る
。

こ
こ
は
、
灌
（
一
獻
）
と
二
獻
の
具
體
的
な
手
順
を
記
し
て
い
る
。
①
王
が
入
室
し
た
直
後
に
灌
（
祼
）
を
行
う
根
據
に
つ
い
て
、
崔

靈
恩
は
『
尚
書
』
洛
誥
「
王
入
太
室
祼
」
を
擧
げ
る
。

②
～
④
で
尸
の
役
割
が
説
明
さ
れ
る
の
は
、『
周
禮
』
天
官
・
小
宰
「
凡
祭
祀
，
贊
王
，
幣
爵
之
事
，
祼
將
之
事
」
の
鄭
注
に
「
將
，

送
也
。
祼
送
，
送
祼
，
謂
贊
王
酌
鬱
鬯
以
獻
尸
，
謂
之
祼
」、
ま
た
大
宗
伯
の
鄭
注
に
「
祼
之
言
灌
，
灌
以
鬱
鬯
，
謂
始
獻
尸
求
神
時
也
」

と
あ
る
よ
う
に
、
王
が
最
初
に
尸
に
酒
を
獻
上
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
主
語
を
「
尸
」
と
明
示
し
た
上
で
、
用
い
る
器
を
③
、

尸
の
動
作
を
④
で
示
し
て
い
る
。
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な
お
、
②
に
「
衆
尸
皆
同
在
大
廟
中
，
依
次
而
灌
」
と
あ
る
の
は
、
先
王
の
形
代
で
あ
る
尸
は
一
人
で
は
な
く
、
太
祖
・
昭
・
穆
の
尸

の
三
人
が
い
る
は
ず
で

、
崔
靈
恩
は
そ
の
こ
と
を
「
衆
」
の
語
で
明
示
し
、
さ
ら
に
彼
ら
が
順
番
に
灌
す
る
こ
と
を
「
依
次
」
の
語
で

（31）

強
調
し
て
い
る
。
こ
の
説
は
鄭
注
に
見
え
な
い
ば
か
り
か
、
他
の
經
學
著
作
で
も
議
論
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
崔
靈
恩
獨
自
の
工
夫

で
あ
ろ
う
。

⑤
「
王
乃
出
迎
牲
，
后
從
灌
，
二
獻
也
」
は
、『
周
禮
』
天
官
・
內
宰
「
大
祭
祀
，
后
祼
獻
則
贊
，
瑤
爵
亦
如
之
」
の
鄭
注
に
「
謂
祭

宗
廟
，
王
既
祼
而
出
迎
牲

，
后
乃
從
後
祼
也
」
と
あ
る
こ
と
に
據
る
。
ま
た
、
王
が
灌
の
後
に
犧
牲
を
迎
え
る
こ
と
に
つ
い
て
は
先
述

（32）

し
た
。

以
上
の
一
段
で
は
、
崔
靈
恩
が
灌
の
儀
節
を
述
べ
る
經
文
・
鄭
注
を
涉
獵
し
て
整
理
し
た
上
で
、
鄭
注
だ
け
で
は
不
明
瞭
な
點
を
工
夫

し
て
言
葉
を
補
っ
て
い
る
點
が
注
目
さ
れ
る
。

次
に
「
三
獻
」
の
説
明
に
移
る
が
、
二
獻
と
三
獻
の
閒
で
、
天
地
に
犧
牲
を
捧
げ
る
儀
禮
が
入
る
。
こ
れ
は
先
述
し
た
郊
特
牲
「
既
灌
，

然
後
迎
牲
」
に
據
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
部
分
は
長
文
に
亘
る
た
め
、
二
つ
に
分
け
て
檢
討
す
る
。

①
迎
牲
而
入
至
於
庭
，
故
〈
禮
器
〉
云
「
納
牲
詔
於
庭
」，
②
王
親
執
鸞
刀
，
啟
其
毛
，
③
而
祝
以
血
毛
告
於
室
。
故
〈
禮
器
〉
云

「
血
毛
詔
於
室
」。
④
凡
牲
則
廟
各
別
牢
，
故
《
公
羊
傳
》
云
「
周
公
白
牡
，
魯
公
騂
犅
」。
案
逸
禮
云
「
毀
廟
之
主
，
昭
共
一
牢
，

穆
共
一
牢
」。

①
王
は
犧
牲
を
迎
え
、
庭
に
引
き
入
れ
る
。
だ
か
ら
『
禮
記
』
禮
器
に
「
犧
牲
を
庭
に
引
き
入
れ
て
（
靈
に
）
報
告
す
る
」
と
あ
る

の
だ
。
②
（
そ
し
て
）
王
が
自
ら
鸞
刀
を
用
い
て
、
そ
の
毛
を
開
き
、
③
祝
（
祝
詞
を
唱
え
る
擔
當
の
官
職
）
は
血
と
毛
に
よ
っ
て

室
に
告
げ
る
。
だ
か
ら
禮
器
に
「
（
犧
牲
の
）
血
・
毛
を
室
に
入
れ
、
報
告
す
る
」
と
あ
る
の
だ
。
④
凡
そ
犧
牲
は
、
廟
に
よ
っ
て
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別
の
犧
牲
を
用
い
る
。
だ
か
ら
『
公
羊
傳
』
文
公
十
三
年
に
「
周
公
に
は
白
牛
を
祀
り
、
魯
公
に
は
赤
牛
を
祀
る
」

と
あ
る
の
だ
。

（33）

ま
た
逸
禮
を
調
べ
る
と
「
毀
廟
の
神
主
は
、
昭
で
合
わ
せ
て
一
牢
、
穆
で
合
わ
せ
て
一
牢
」
と
あ
る
。

①
～
③
は
、
崔
靈
恩
が
引
用
す
る
よ
う
に
、
以
下
の
『
禮
記
』
禮
器
の
經
文
を
利
用
し
な
が
ら
、
王
の
取
る
行
動
を
分
か
り
や
す
く
言

い
換
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
經
文
の
冒
頭
に
「
太
廟
」
と
あ
る
た
め
、
以
下
の
經
文
が
太
廟
で
行
わ
れ
る
祭
祀
の
手
順
で
あ
る
と
解
釋

さ
れ
、
祫
祭
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

。
（34）

太
廟
之
内
敬
矣
。
君
親
牽
牲
。
…
…
君
親
制
祭
。
…
…
君
親
割
牲
。
…
…
納
牲
詔
於
庭
。
血
毛
詔
於
室
。
羹
定
詔
於
堂
。

太
廟
の
内
部
は
愼
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
君
主
は
自
ら
犧
牲
を
引
き
入
れ
る
。
…
…
君
主
は
自
ら
犧
牲
を
供
え
る

。
…
…
君
主
は
自

（35）

ら
犧
牲
を
切
り
開
く
。
…
…
犧
牲
を
入
れ
て
庭
で
（
靈
に
）
報
告
す
る
。
室
で
血
・
毛
を
取
っ
た
こ
と
を
報
告
す
る
。
堂
で
肉
が
煮

立
っ
た
こ
と
を
報
告
す
る
。

③
「
而
祝
以
血
毛
告
於
室
」
は
、『
禮
記
』
郊
特
牲
「
詔
祝
於
室
，
坐
尸
於
堂
」
を
根
據
と
し
て
、
も
と
の
禮
器
の
經
文
に
な
い
主
語

「
祝
」
が
補
わ
れ
、
更
に
冒
頭
に
「
而
」
の
一
字
が
足
さ
れ
て
い
る
。「
祝
」
に
よ
っ
て
主
語
を
補
い
、「
而
」
を
用
い
て
主
語
の
轉
換
を

明
示
す
る
こ
と
で
、「
王
」
を
主
語
と
す
る
②
と
の
混
同
が
避
け
ら
れ
、
細
か
い
儀
禮
の
流
れ
を
讀
み
取
り
や
す
く
な
っ
て
い
る
。

④
で
崔
靈
恩
が
引
用
す
る
『
公
羊
傳
』
と
「
逸
禮
」
の
文
章
も
、
他
の
經
學
の
議
論
で
は
注
目
さ
れ
た
形
跡
が
な
い
。
も
と
も
と
經
文
・

鄭
注
に
は
犧
牲
を
供
え
る
こ
と
に
し
か
言
及
が
な
い
が
、
崔
靈
恩
は
一
步
進
み
、
そ
の
「
犧
牲
」
は
理
念
的
に
は
祀
る
對
象
ご
と
に
複
數

あ
る
は
ず
で
、
だ
と
す
れ
ば
實
際
の
場
面
で
そ
れ
ぞ
れ
の
尸
は
ど
う
動
く
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
も
崔
靈
恩

な
ら
で
は
の
工
夫
で
あ
る
。

次
に
、
三
獻
の
後
半
部
分
を
見
る
。
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於
是
行
朝
踐
之
事
，
①
尸
出
於
室
，
大
祖
之
尸
，
坐
於
戸
西
南
面
，
其
主
在
右
。
②
昭
在
東
，
穆
在
西
，
相
對
坐
，
主
各
在
其
右
，

故
鄭
注
〈
祭
統
〉
云
「
天
子
諸
侯
之
祭
，
朝
事
延
尸
於
戸
外
，
是
以
有
北
面
事
尸
之
禮
」。
③
祝
乃
取
牲
膟
膋
，
燎
于
爐
炭
，
入
以

詔
神
於
室
。
又
出
以
墮
于
主
前
，〈
郊
特
牲
〉
云
「
詔
祝
於
室
，
坐
尸
於
堂
」，
是
也
。
④
王
乃
洗
肝
於
鬱
鬯
而
燔
之
，
以
制
於
主
前
，

所
謂
制
祭
。
⑤
次
乃
升
牲
首
於
室
中
，
置
於
北
墉
下
。
⑥
后
薦
朝
事
之
豆
籩
，
乃
薦
腥
於
尸
主
之
前
，
謂
之
朝
踐
。
卽
此
〈
禮
運
〉

「
薦
其
血
毛
，
腥
其
俎
」
是
也
。
⑦
王
乃
以
玉
爵
酌
著
尊
泛
齊
以
獻
尸
，
三
獻
也
。

こ
こ
で
「
朝
踐
」
の
儀
式
を
行
う
。
①
尸
は
室
か
ら
出
て
、
太
祖
の
尸
は
、
戸
の
西
に
南
面
し
て
座
り
、
そ
の
神
主
は
右
に
置
く
。

②
昭
は
東
に
、
穆
は
西
に
、
向
か
い
合
っ
て
座
り
、
神
主
は
そ
れ
ぞ
れ
の
右
に
置
く
。
だ
か
ら
鄭
玄
は
『
禮
記
』
祭
統
に
注
し
て
「
天

子
・
諸
侯
の
祭
で
は
，
朝
事
（
朝
踐
）
の
と
き
に
尸
を
戸
の
外
に
出
さ
せ
、
そ
こ
で
北
面
し
て
尸
に
仕
え
る
禮
を
行
う
」
と
い
う
の

だ
。
③
祝
は
そ
こ
で
犧
牲
の
膟
（
血
）
と
膋
（
脂
）
を
取
り
、
爐
で
炭
を
用
い
て
燃
や
し
、（
室
に
）
入
っ
て
神
を
室
に
呼
び
寄
せ

る
。
ま
た
（
室
か
ら
）
出
て
神
主
の
前
に
（
肝
を
割
っ
て
）
供
え
る
。『
禮
記
』
郊
特
牲
に
「
詔
祝
於
室
，
坐
尸
於
堂
」
と
い
う
の

が
こ
れ
で
あ
る
。
④
王
は
そ
こ
で
鬱
鬯
で
肝
を
洗
っ
て
燃
や
し
、
主
の
前
に
供
え
る
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
制
祭
」
で
あ
る
。
⑤
次

に
は
犧
牲
の
頭
部
を
室
中
に
上
げ
，
北
墉
の
下
に
置
く
。
⑥
后
は
朝
事
の
豆
籩
を
薦
め
、
そ
こ
で
腥
を
尸
の
主
の
前
に
薦
め
る
。
こ

れ
を
「
朝
踐
」
と
い
う
。
『
禮
記
』
禮
運
の
「
薦
其
血
毛
，
腥
其
俎
」
が
こ
れ
で
あ
る
。
⑦
王
は
そ
こ
で
玉
爵
を
用
い
て
著
尊
の
泛

齊
を
酌
ん
で
尸
に
獻
じ
る
。
こ
れ
が
「
三
獻
」
で
あ
る
。

本
段
は
「
朝
踐
」
の
儀
節
と
重
な
っ
て
お
り
、
朝
踐
の
槪
要
は
『
周
禮
』
春
官
・
司
尊
彝
の
鄭
注
に
「
朝
踐
謂
薦
血
腥
，
酌
醴
，
始
行

祭
事
。
后
於
是
薦
朝
事
之
豆
籩
，
既
又
酌
獻
。
其
變
朝
踐
爲
朝
獻
者
，
尊
相
因
」
と
あ
る
。
崔
靈
恩
は
そ
の
具
體
的
な
手
順
を
説
明
し
て

い
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
説
明
は
經
文
・
鄭
注
を
複
雜
に
組
み
合
わ
せ
て
作
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
、『
禮
記
』
郊
特
牲
「
詔
祝
於
室
，
坐
尸
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於
堂
」
の
鄭
注
に
、

謂
朝
事
時
也
。
朝
事
，
延
尸
于
戸
西
南
面
，
布
主
席
東
面
，
取
牲
膟
膋
，
燎
于
爐
炭
。
先
肝
于
鬱
鬯
而
燔
之
，
入
以
詔
神
於
室
，
又

出
以
墮
于
主
。
主
人
親
制
其
肝
，
所
謂
制
祭
也
。
時
尸
薦
以
籩
豆
，
至
薦
孰
，
乃
更
延
主
于
室
之
奧
，
尸
來
升
席
，
自
北
方
坐
于
主

北
焉
。

朝
事
の
時
の
こ
と
を
い
う
。
朝
事
で
は
、
尸
を
引
き
入
れ
戸
の
西
に
南
面
さ
せ
、
神
主
（
位
牌
）
の
席
は
東
面
さ
せ
、
犧
牲
の
膟
膋

を
取
り
、
爐
の
炭
火
で
燃
や
す

。
先
に
肝
を
鬱
鬯
で
洗
っ
て
燃
や
し
、
室
に
入
っ
て
神
を
呼
び
、
ま
た
出
て
主
に
（
肝
を
割
っ
て
）

（36）

供
え
る

。
主
人
が
自
ら
そ
の
肝
を
供
え
る
の
だ
が
、
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
制
祭
」
で
あ
る
。
そ
の
時
、
后
は
籩
豆
を
薦
め

、
火
が

（37）

（38）

通
っ
た
ら
、
そ
こ
で
よ
う
や
く
神
主
を
室
の
奧
に
引
き
入
れ
、
尸
も
來
て
席
を
（
室
に
）
昇
ら
せ
、
北
方
か
ら
主
の
北
に
座
る
。

と
あ
り
、
①
～
⑤
は
こ
れ
を
踏
ま
え
る
。
崔
靈
恩
の
工
夫
と
し
て
、
①
で
太
祖
の
尸
・
神
主
の
位
置
、
②
で
昭
・
穆
の
尸
・
神
主
の
位
置

を
述
べ
、
③
で
祝
の
動
作
（
こ
こ
で
も
經
文
に
無
い
主
語
が
補
わ
れ
て
い
る
）、
④
～
⑤
で
王
の
動
作
、
と
根
據
と
な
る
經
文
を
組
み
替

え
て
分
か
り
や
す
く
整
理
し
て
い
る
點
が
擧
げ
ら
れ
る
。

な
お
、
①
「
大
祖
之
尸
…
…
其
主
在
右
」、
②
「
昭
在
東
，
穆
在
西
…
…
主
各
在
其
右
」
と
、
神
主
が
尸
の
右
に
あ
る
こ
と
の
根
據
は

よ
く
分
か
ら
な
い
。
あ
る
い
は
、
先
の
經
文
に
、
尸
が
南
面
し
神
主
は
東
面
す
る
と
あ
る
か
ら
、
尸
か
ら
見
る
と
神
主
が
右
側
に
あ
る
こ

と
を
指
す
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
點
は
、
根
據
は
不
明
瞭
な
が
ら
、
實
際
の
祭
祀
の
場
で
問
題
と
な
る
參
加
者
の
位
置
關
係
を
分
か
り

や
す
く
説
明
し
た
も
の
と
言
え
る
。

⑥
「
乃
薦
腥
於
尸
主
之
前
」
は
、
先
の
鄭
注
を
踏
ま
え
つ
つ
、
崔
靈
恩
が
引
く
よ
う
に
『
禮
記
』
禮
運
「
作
其
祝
號
玄
酒
，
以
祭
薦
其

血
毛
，
腥
其
俎
」
鄭
注
「
腥
其
俎
，
謂
豚
解
而
腥
之
，
及
血
毛
，
皆
所
以
法
於
大
古
也
」
に
基
づ
く
。
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⑦
「
王
乃
以
玉
爵
酌
著
尊
泛
齊
以
獻
尸
，
三
獻
也
」
に
つ
い
て
、
玉
爵
を
用
い
る
こ
と
は
『
周
禮
』
春
官
・
大
宰
「
享
先
王
亦
如
之
。

贊
玉
几
玉
爵
」
と
そ
の
鄭
注
「
宗
廟
獻
用
玉
爵
」、
器
に
著
尊
を
用
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
『
周
禮
』
春
官
・
司
尊
彝
「
其
朝
踐
用
兩
獻

尊
」
に
よ
る
。
こ
こ
で
泛
齊
を
用
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
先
述
し
た
。

以
下
、
四
獻
か
ら
九
獻
ま
で
同
樣
に
詳
し
い
手
順
が
整
理
さ
れ
て
い
る
が
、
字
數
の
都
合
上
、
省
略
す
る
。

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
崔
靈
恩
の
説
明
の
特
徵
を
ま
と
め
て
お
く
。
崔
靈
恩
は
、
經
文
・
鄭
注
に
根
據
を
持
ち
な
が
ら
も
、
そ
の
原
文
に

は
必
ず
し
も
と
ら
わ
れ
ず
、
そ
の
意
味
を
取
り
出
し
、
分
か
り
や
す
い
よ
う
に
再
構
成
す
る
。
そ
の
方
法
と
し
て
は
、
槪
念
ご
と
の
整
理
、

全
體
の
流
れ
の
提
示
、
順
序
の
入
れ
替
え
、
主
語
・
對
象
を
指
し
示
す
語
の
補
い
、
數
の
明
示
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
内
容
は
基
本
的
に

鄭
注
に
從
う
が
、
再
構
成
の
過
程
で
、
も
と
も
と
鄭
玄
は
説
い
て
い
な
い
こ
と
が
付
加
さ
れ
得
る
こ
と
も
確
認
し
た
。

三
、
崔
靈
恩
の
變
除
説

「
變
除
」
と
は
、
喪
禮
の
參
加
者
が
、
儀
禮
が
進
む
に
つ
れ
て
、
服
裝
を
改
め
て
ゆ
く
過
程
を
指
し
、
三
日
目
の
「
成
服
」
（
い
わ
ゆ

る
「
五
服
」
が
完
成
す
る
時
）
で
一
段
落
す
る
。
變
除
に
つ
い
て
の
規
定
は
、
經
文
に
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
鄭
注
の
記
述
も
分
散
し
て
お

り
、
整
理
さ
れ
た
形
で
は
示
さ
れ
て
い
な
い

。
（39）

變
除
に
關
す
る
崔
説
は
、『
禮
記
』
喪
服
小
記
疏
に
引
用
さ
れ
、「
崔
氏
云
，
立
義
既
載
五
服
變
除
，
今
要
擧
變
除
之
旨
」

と
い
う
書

（40）

き
出
し
か
ら
始
ま
る
。
以
下
、
崔
説
を
行
文
に
沿
っ
て
檢
討
す
る
。
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①
凡
親
始
死
，
將
三
年
者
，
皆
去
冠
，
筓
纚
如
故
，
十
五
升
白
布
深
衣
，
衱
上
衽
，
徒
跣
，
交
手
而
哭
。
故
《
禮
記
・
問
喪
》
云
「
親

始
死
，
雞
斯
，
徒
跣
，
衱
上
衽
」，
又
鄭
注
〈
士
喪
禮
〉
云
「
始
死
，
將
斬
衰
者
，
雞
斯
」，
是
也
。
②
其
婦
人
則
去
纚
，
衣
與
男
子

同
，
不
徒
跣
，
不
衱
衽
。
知
不
徒
跣
不
衱
衽
者
，〈
問
喪
〉
文
。
③
知
去
纚
者
，
鄭
注
〈
士
喪
禮
〉
云
「
始
死
，
婦
人
將
斬
衰
者
，

去
纚
」。
知
著
白
布
深
衣
者
，〈
曾
子
問
〉
云
「
女
改
服
，
布
深
衣
，
縞
總
，
以
趨
喪
」，
鄭
注
云
「
婦
人
始
喪
，
未
成
服
之
服
」。

①
通
例
、
親
の
始
死
（
死
ん
だ
直
後
）
に
は
、
こ
れ
か
ら
三
年
の
喪
に
服
す
る
こ
と
に
な
る
者
は
、
み
な
冠
を
取
り
去
っ
て
、
筓
（
か

ん
ざ
し
）・
纚
（
髮
を
束
ね
る
絲
）
は
そ
の
ま
ま
に
し
、
十
五
升
の
白
布
の
深
衣
を
着
て
、（
深
衣
の
）
裾
を
持
ち
上
げ
、
素
足
で
、

手
を
（
胸
の
前
で
）
交
差
さ
せ
て
哭
す
。
だ
か
ら
『
禮
記
』
問
喪
に
「
親
が
死
ん
だ
直
後
に
は
、
笄
・
纚
を
つ
け
、
素
足
で
、
裾
を

持
ち
上
げ
る
」
と
あ
り
、
ま
た
鄭
玄
が
『
儀
禮
』
士
喪
禮
に
注
し
て
「
（
親
が
）
死
ん
だ
直
後
、
斬
衰
に
服
す
る
こ
と
に
な
る
者
は
、

笄
・
纚
を
つ
け
る
」
と
い
う
の
が
こ
れ
だ
。
②
（
三
年
喪
に
服
す
）
婦
人
は
纚
を
取
り
、
衣
は
男
子
と
同
じ
で
、
素
足
に
は
な
ら
ず
、

裾
は
持
ち
上
げ
な
い
。
素
足
に
な
ら
ず
裾
を
持
ち
上
げ
な
い
と
分
か
る
の
は
、『
禮
記
』
問
喪
の
文
に
よ
る
。
③
纚
を
取
る
と
分
か

る
の
は
、
鄭
玄
が
『
儀
禮
』
士
喪
禮
に
注
し
て
「
（
親
が
）
死
ん
だ
直
後
、
婦
人
の
斬
衰
に
服
す
る
こ
と
に
な
る
者
は
、
纚
を
取
る
」

と
い
う
の
に
よ
る
。
白
布
の
深
衣
を
身
に
つ
け
る
と
分
か
る
の
は
、『
禮
記
』
曾
子
問
に
「
女
は
服
を
改
め
、
深
衣
を
着
て
、
絹
で

髮
を
束
ね
、
喪
に
行
く
」
と
あ
り
、
鄭
注
に
「
婦
人
が
喪
に
入
っ
た
直
後
に
着
て
、
成
服
（
喪
服
が
完
成
す
る
）
よ
り
前
に
着
る
服

だ
」
と
あ
る
か
ら
だ
。

崔
靈
恩
は
、
變
除
を
整
理
す
る
た
め
、
ま
ず
「
三
年
喪
」
に
服
す
人
が
、「
始
死
」
つ
ま
り
（
親
の
）
死
の
直
後
に
身
に
つ
け
る
も
の

に
つ
い
て
、
男
子
の
規
則
（
①
）、
女
子
の
規
則
（
②
③
）
と
に
場
合
分
け
し
て
示
し
て
い
る
。
①
、
②
と
も
に
、
ま
ず
規
則
を
述
べ
た

あ
と
に
經
・
注
を
引
い
て
根
據
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
前
章
で
も
見
ら
れ
た
手
法
が
採
ら
れ
て
い
る
。
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①
は
、
崔
靈
恩
も
引
用
す
る
『
禮
記
』
問
喪
の
經
文
「
親
始
死
，
雞
斯
，
徒
跣
，
扱
上
衽
，
交
手
哭
」
と
、
そ
の
鄭
注
「
雞
斯
，
當
爲

笄
纚
，
聲
之
誤
也
。
親
始
死
去
冠
，
二
日
乃
去
笄
纚
，
括
髮
也
。
…
…
上
衽
，
深
衣
之
裳
前
」
が
根
據
と
な
る
。
つ
ま
り
、
冠
は
親
の
死

後
に
す
ぐ
取
り
去
る
が
、
笄
・
纚
は
そ
の
ま
ま
に
す
る
こ
と
は
鄭
注
に
「
二
日
乃
去
笄
纚
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
分
か
る
し
、
こ
の
と
き
深

衣
を
着
け
て
い
る
こ
と
は
、
經
文
の
「
扱
上
衽
」
と
鄭
注
の
「
上
衽
，
深
衣
之
裳
前
」
を
讀
み
合
わ
せ
る
と
分
か
る
。
崔
靈
恩
は
こ
の
部

分
で
、
經
と
注
を
組
み
合
わ
せ
て
若
干
表
現
を
變
え
、
衣
裳
が
一
目
で
分
か
る
よ
う
に
取
り
出
し
て
説
明
す
る
。

②
は
、「
不
徒
跣
不
衱
衽
」
の
根
據
と
な
る
『
禮
記
』
問
喪
の
文
が
何
を
指
す
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
素
足
に
な
っ
た
り
、
裾
を
持
ち

上
げ
た
り
す
る
の
は
、
裾
の
長
い
深
衣
を
着
て
い
る
が
ゆ
え
の
動
作
で
あ
る
が
、
②
に
よ
れ
ば
女
子
も
同
じ
く
深
衣
を
着
て
い
る
は
ず
で
、

衣
裳
の
相
違
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
あ
る
い
は
問
喪
「
婦
人
不
宜
袒
」（
夫
人
は
肩
脱
ぎ
を
し
て
は
な
ら
な
い
）
か
ら
類

推
し
た
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

な
お
、
②
は
、
冒
頭
で
結
論
を
述
べ
、
そ
の
後
に
「
知
…
…
者
」
と
部
分
ご
と
に
引
用
し
な
が
ら
説
明
す
る
形
式
を
採
っ
て
い
る
。
こ

れ
は
構
造
・
句
法
と
も
に
『
禮
記
正
義
』
と
よ
く
類
似
す
る
。
こ
う
し
た
類
似
は
、『
正
義
』
が
崔
靈
恩
の
學
問
を
受
け
る
と
こ
ろ
が
多

い
こ
と
を
示
唆
す
る

。
（41）

③
も
同
樣
に
根
據
を
説
明
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
纚
を
取
る
こ
と
の
根
據
に
擧
げ
ら
れ
る
鄭
注
の
原
文
は
「
始
死
，
婦
人
將
斬
衰
者
，

去
笄
而
纚
。
將
齊
衰
者
，
骨
笄
而
纚
」
で
あ
り
、
こ
の
「
去
笄
而
纚
」
か
ら
、
笄
と
纚
を
取
り
去
る
こ
と
が
導
か
れ
る
。

以
上
、
崔
靈
恩
は
ま
ず
場
合
分
け
を
示
し
、
次
に
そ
れ
ぞ
れ
の
枠
の
中
で
根
據
と
な
る
經
注
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、
分
か
り
や
す
く
整

理
し
て
い
る
。

三
年
喪
の
解
説
を
終
え
た
と
こ
ろ
で
、
次
に
齊
衰
以
下
の
説
明
に
移
る
。
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其
齊
衰
以
下
，
男
子
著
素
冠
。
齊
衰
以
下
，
婦
人
骨
筓
而
纚
。
知
者
，
鄭
注
〈
士
喪
禮
〉
文
。
男
子
婦
人
皆
吉
屨
無
絇
，
其
服
皆
白

布
深
衣
。
知
者
，
鄭
注
《
喪
服
變
除
》
文
。

齊
衰
以
下
に
服
す
る
者
は
、
男
子
は
素
冠
を
着
け
る
。
齊
衰
以
下
に
服
す
る
者
は
、
婦
人
は
筓
・
纚
を
着
け
る
。
そ
う
分
か
る
の
は
、

鄭
玄
が
『
儀
禮
』
士
喪
禮
に
注
し
た
文
に
よ
る

。
男
子
・
婦
人
は
い
ず
れ
も
吉
屨
を
履
く
が
裝
飾
は
な
く
、
そ
の
服
は
い
ず
れ
も

（42）

白
布
の
深
衣
で
あ
る
。
そ
う
分
か
る
の
は
、
鄭
玄
が
『
喪
服
變
除
』
に
注
し
た
文
に
よ
る
。

こ
こ
も
同
樣
に
、
齊
衰
以
下
を
男
女
に
場
合
分
け
し
て
説
明
し
、
根
據
を
示
し
て
い
る
。『
喪
服
變
除
』
鄭
注
は
、『
舊
唐
書
』
經
籍
志

に
「
喪
服
變
除
一
卷
、
戴
德
撰
」「
喪
服
變
除
一
卷
、
鄭
玄
撰
」
の
著
錄
が
あ
る

。
こ
う
し
た
著
作
の
存
在
を
考
え
る
と
、
變
除
に
つ
い

（43）

て
の
問
題
意
識
自
體
は
古
く
か
ら
存
在
し
、
崔
靈
恩
は
こ
こ
で
そ
の
再
整
理
を
試
み
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
で
「
始
死
」
の
時
の
變
除
に
つ
い
て
は
整
理
し
た
の
で
、
時
閒
を
進
め
て
、「
襲
」（
死
體
に
着
せ
る
服
、
ま
た
そ
の
儀
禮
）
か
ら

「
小
斂
」
に
か
け
て
の
變
除
を
述
べ
る
。

①
至
死
之
明
日
，
士
則
死
日
襲
，
明
日
小
斂
。
故
〈
士
喪
禮
〉
云
「
小
斂
，
主
人
髻
髮
」。
②
若
大
夫
死
之
明
日
，
襲
而
括
髮
。
故

鄭
注
《
喪
服
變
除
》
云
「
尸
襲
，
去
纚
括
髮
，
在
二
日
小
斂
之
前
」，
是
據
大
夫
也
。
③
大
夫
與
士
，
括
髮
於
死
者
，
皆
俱
二
日
。

故
鄭
注
〈
問
喪
〉
云
「
二
日
，
去
筓
纚
，
括
髮
」，
通
明
大
夫
士
也
。

①
死
の
翌
日
に
つ
い
て
は
、
士
は
死
ん
だ
當
日
に
襲
を
着
せ
、
そ
の
翌
日
に
小
斂
を
行
う
。
だ
か
ら
『
儀
禮
』
士
喪
禮
に
「
小
斂
の

と
き
、
主
人
は
（
笄
・
纚
を
取
り
去
っ
て
使
わ
ず
に
）
髮
を
結
う

」
と
あ
る
の
だ
。
②
大
夫
の
場
合
は
、
死
の
翌
日
に
、
襲
を
着

（44）

せ
、
括
髮
（
髮
を
結
う
こ
と
）
す
る
。
よ
っ
て
鄭
玄
が
『
喪
服
變
除
』
に
注
し
て
「
尸
に
襲
を
着
せ
、（
主
人
が
）
纚
を
取
っ
て
括

髮
す
る
の
は
、
二
日
目
の
小
斂
の
前
の
こ
と
だ
」
と
い
う
の
は
、
大
夫
の
場
合
に
よ
る
。
③
大
夫
と
士
と
は
、
死
者
に
括
髮
す
る
の
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は
、
い
ず
れ
も
（
死
後
）
二
日
目
で
あ
る
。
よ
っ
て
鄭
玄
が
『
禮
記
』
問
喪
に
注
し
て
「
二
日
目
に
、
筓
・
纚
を
取
っ
て
括
髮
す
る
」

と
あ
る
の
は
、
大
夫
・
士
を
と
も
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

襲
・
小
斂
は
、
身
分
に
よ
っ
て
日
取
り
が
異
な
る
た
め
、
ま
ず
崔
靈
恩
は
士
の
場
合
（
①
）、
大
夫
の
場
合
（
②
）
の
日
取
り
を
説
明

す
る
。
た
だ
、
③
で
は
こ
こ
ま
で
の
話
の
流
れ
と
異
な
り
、「
死
者
」
の
側
の
括
髮
の
日
取
り
の
話
題
が
出
る
の
で
筋
が
追
い
に
く
く
な

っ
て
い
る
。
崔
靈
恩
の
意
圖
を
摑
む
た
め
、『
禮
記
』
檀
弓
上
疏
に
引
か
れ
る
崔
説
と
、
そ
れ
に
對
す
る
疏
の
評
價
を
合
わ
せ
て
見
て
お

く
。

崔
氏
云
：
「
將
小
斂
之
時
，
已
括
髮
，
括
髮
後
，
大
夫
以
上
加
素
辨
，
士
加
素
委
貌
。
至
小
斂
訖
，
乃
投
去
其
冠
，
而
見
括
髮
。」
今

案
〈
士
喪
禮
〉
及
〈
大
記
〉，
皆
小
斂
卒
，
乃
括
髮
，
無
小
斂
之
前
爲
括
髮
者
，
崔
氏
之
言
非
也
。

崔
氏
は
「
小
斂
に
臨
む
時
に
は
、
も
う
括
髮
を
終
え
て
お
り
、
括
髮
の
後
に
、
大
夫
以
上
は
素
辨
を
着
け
、
士
は
素
委
貌
を
着
け
る
。

小
斂
が
終
わ
っ
た
後
に
な
る
と
、
そ
こ
で
冠
を
外
し
、
そ
う
し
て
括
髮
が
露
わ
に
な
る
」
と
い
う
。
今
『
儀
禮
』
士
喪
禮
と
『
禮
記
』

喪
大
記
を
調
べ
る
と
、
い
ず
れ
も
小
斂
が
終
わ
っ
て
か
ら
、
よ
う
や
く
括
髮
す
る
の
で
あ
っ
て
、
小
斂
の
前
に
括
髮
す
る
こ
と
は
な

い
。
崔
氏
の
言
は
誤
り
だ
。

崔
靈
恩
が
、
小
斂
と
括
髮
の
前
後
關
係
に
つ
い
て
わ
ざ
わ
ざ
整
理
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
點
に
つ
い
て
は
崔
靈
恩
以
前
か

ら
議
論
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
崔
靈
恩
と
し
て
は
、
『
喪
服
變
除
』
に
「
去
纚
括
髮
，
在
二
日
小
斂
之
前
」
と
あ
る
こ

と
と
、
士
喪
禮
の
「
小
斂
，
主
人
髻
髮
」
な
ど
と
の
記
述
を
か
み
合
わ
せ
る
た
め
、
括
髮
は
實
際
に
は
小
斂
以
前
か
ら
濟
ま
し
て
い
る
の

だ
が
、
そ
の
時
點
で
は
冠
を
被
っ
て
い
る
の
で
そ
れ
が
見
え
ず
、
そ
の
後
に
小
斂
で
冠
を
外
す
際
に
初
め
て
括
髮
が
露
わ
に
な
る
、
と
い

う
説
明
を
試
み
た
の
だ
ろ
う
。
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以
上
の
一
段
は
、
崔
靈
恩
が
整
理
を
進
め
る
過
程
で
、
特
に
説
明
が
必
要
な
部
分
に
つ
い
て
補
足
を
し
た
部
分
と
言
え
る
。

①
始
死
以
後
，
小
斂
之
前
，
大
夫
與
士
，
皆
加
素
冠
於
筓
纚
之
上
。
故
〈
檀
弓
〉
云
「
叔
孫
武
叔
之
母
死
，
既
小
斂
，
擧
者
出
戸
，

出
戸
袒
，
且
投
其
冠
括
髮
」
，
是
素
冠
也
。
以
其
始
死
哀
甚
，
未
暇
分
別
尊
卑
，
故
大
夫
與
士
，
其
冠
皆
同
也
。
②
至
小
斂
投
冠
括

髮
之
後
，
大
夫
加
素
辨
，
士
加
素
委
貌
。
故
〈
喪
大
記
〉
云
「
君
大
夫
之
喪
，
子
辨
絰
」。
又
《
喪
服
變
除
》
云
「
小
斂
之
後
，
大

夫
以
上
，
冠
素
辨
，
士
則
素
委
貌
，
其
素
辨
素
冠
，
皆
加
環
絰
」。
故
〈
雜
記
〉
云
「
小
斂
環
絰
，
君
大
夫
士
一
也
」，
鄭
注
云
「
大

夫
以
上
，
素
爵
辨
，
士
素
委
貌
」，
是
也
。

①
死
ん
だ
直
後
か
ら
小
斂
の
前
ま
で
は
、
大
夫
と
士
と
は
、
い
ず
れ
も
素
冠
を
筓
・
纚
の
上
に
加
え
る
。
だ
か
ら
『
禮
記
』
檀
弓
上

に
「
叔
孫
武
叔
の
母
が
死
に
、
小
斂
を
終
え
る
と
、
遺
體
を
擔
ぐ
者
が
戸
か
ら
出
て
、
戸
を
出
る
と
肩
脱
ぎ
し
、
さ
ら
に
冠
を
脱
い

で
括
髮
し
た
」
と
あ
る
の
は
、
素
冠
の
こ
と
だ
。
死
の
直
後
は
哀
し
い
氣
持
ち
が
強
く
、
尊
卑
を
分
別
す
る
餘
裕
が
な
い
か
ら
、
大

夫
と
士
と
は
そ
の
冠
が
同
じ
な
の
だ
。
②
小
斂
で
冠
を
脱
ぎ
髮
を
結
う
の
が
終
わ
る
と
、
大
夫
に
は
素
辨
を
加
え
、
士
に
は
素
委
貌

を
加
え
る

。
よ
っ
て
『
禮
記
』
喪
大
記
に
「
君
・
大
夫
の
喪
で
、
子
は
辨
絰
を
着
け
る
」
と
い
う
。
ま
た
『
喪
服
變
除
』
に
は
「
小

（45）

斂
の
後
、
大
夫
以
上
は
素
辨
を
冠
し
、
士
は
素
委
貌
を
冠
す
。
そ
の
素
辨
・
素
冠
に
は
、
い
ず
れ
も
環
絰
を
付
け
る
」
と
あ
る
。
よ

っ
て
『
禮
記
』
雜
記
に
「
小
斂
で
環
絰
を
付
け
る
の
は
、
君
、
大
夫
、
士
で
同
じ
で
あ
る
」
と
あ
り
、
鄭
注
に
「
大
夫
以
上
は
素
爵

辨
を
着
け
、
士
は
素
委
貌
を
着
け
る
」
と
あ
る
の
が
こ
れ
だ
。

前
の
一
段
で
、
日
取
り
の
説
明
と
そ
の
補
足
を
終
え
た
の
で
、
こ
こ
で
本
筋
に
戾
り
、
大
夫
・
士
の
始
死
か
ら
小
斂
に
至
る
ま
で
（
①
）、

そ
し
て
そ
の
後
（
②
）
の
變
除
を
説
明
す
る
。
こ
の
一
段
も
、
ま
ず
規
則
を
述
べ
、
次
に
根
據
を
提
示
す
る
形
で
整
理
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
①
の
最
後
に
「
以
其
始
死
哀
甚
，
未
暇
分
別
尊
卑
」
と
い
う
説
明
文
が
足
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
①
で
は
大
夫
・
士
の
場
合
分
け
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が
な
く
、
②
で
は
場
合
分
け
が
あ
る
と
い
う
差
異
に
つ
い
て
、
補
足
説
明
を
加
え
た
も
の
だ
ろ
う
。

先
ほ
ど
、
檀
弓
上
疏
が
崔
説
を
批
判
し
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
た
が
、
禮
運
疏
で
も
「
此
皆
崔
氏
準
約
禮
經
及
記
而
爲
此
説
，
其
有
乖

僻
者
，
今
所
不
取
」（
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
崔
氏
が
禮
經
や
禮
記
を
集
約
し
こ
の
説
を
作
っ
た
も
の
だ
が
、
そ
の
中
に
は
捻
じ
曲
が
っ
た

説
も
あ
る
の
で
、
今
は
採
用
し
な
い
）
と
述
べ
る

。
（46）

崔
靈
恩
も
禮
記
疏
も
、
基
本
的
に
鄭
説
に
基
づ
き
な
が
ら
禮
制
度
の
再
整
理
を
試
み
て
い
る
こ
と
に
は
變
わ
り
な
い
の
だ
が
、
僅
か
な

相
違
が
生
じ
て
い
る
。
こ
の
相
違
は
、
崔
靈
恩
が
『
喪
服
變
除
』
の
記
述
を
經
・
注
と
嚙
み
合
わ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
に
要
因
が
あ
る
。

『
喪
服
變
除
』
に
鄭
玄
の
説
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
以
上
、
崔
靈
恩
は
そ
の
内
容
も
鄭
玄
の
禮
體
系
に
組
み
込
む
べ
き
だ
と
考
え
た
の
だ
ろ

う
。
そ
し
て
そ
こ
に
「
尸
襲
，
去
纚
括
髮
，
在
二
日
小
斂
之
前
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
小
斂
の
前
に
括
髮
を
し
て
い
た
と
い
う

方
向
で
こ
じ
つ
け
る
し
か
な
い
。
一
方
、
禮
記
疏
は
、
無
理
な
こ
じ
つ
け
を
せ
ず
に
簡
單
に
解
決
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
、
崔
靈
恩
の
『
三
禮
義
宗
』
に
つ
い
て

本
章
で
は
、
以
上
で
分
析
し
て
き
た
崔
靈
恩
の
學
説
が
收
錄
さ
れ
て
い
た
と
思
し
い
『
義
宗
』
に
つ
い
て
、
そ
の
特
徵
や
崔
靈
恩
の
製

作
意
圖
を
考
察
す
る
。

列
傳
や
『
隋
書
』
經
籍
志
の
記
錄
に
よ
れ
ば
、
禮
に
關
す
る
崔
靈
恩
の
著
作
に
は
『
義
宗
』
と
『
集
注
周
官
禮
』
が
あ
る

。
題
名
か

（47）

ら
推
測
す
る
に
、
後
者
は
『
周
禮
』
の
經
注
に
逐
一
對
應
す
る
形
で
解
説
が
附
さ
れ
た
書
物
で
あ
ろ
う
が
、
本
稿
で
檢
討
し
た
崔
説
は
特
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に
そ
う
し
た
形
式
を
取
る
も
の
は
な
い
か
ら
、
い
ず
れ
も
『
義
宗
』
に
收
錄
さ
れ
て
い
た
學
説
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
實
際
、
も
と
も

と
「
三
禮
義
宗
云
…
…
」
と
明
示
さ
れ
る
崔
説
も
あ
り
、
そ
の
場
合
は
本
稿
で
の
引
用
時
に
明
記
し
て
い
る
。

歷
代
の
書
錄
解
題
に
よ
れ
ば
、『
義
宗
』
は
、
三
禮
の
義
に
つ
い
て
、
諸
儒
の
議
論
を
參
考
に
し
な
が
ら
、
廣
く
詳
し
く
整
理
し
た
も

の
で
、
百
五
十
前
後
の
項
目
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た

。
項
目
の
立
て
ら
れ
方
は
、『
玉
海
』
に
よ
れ
ば
、「
天
地
」
以
下
「
歳
祭
」
に
始

（48）

ま
り
、
三
禮
の
「
廢
興
義
」
が
最
後
に
記
さ
れ
る

。
ま
た
、
前
章
で
見
た
崔
説
を
引
用
す
る
疏
の
書
き
出
し
に
「
其
用
酒
之
法
，
崔
氏

（49）

云
：
周
禮
大
祫
於
大
廟
…
…
」「
崔
氏
云
：
大
祫
祭
，
凡
十
八
尊
…
…
」「
崔
氏
云
：
立
義
既
載
五
服
變
除
，
今
要
擧
變
除
之
旨
」
な
ど
と

あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
文
章
は
そ
れ
ぞ
れ
『
義
宗
』
の
「
用
酒
之
法
」「
大
祫
祭
」「
變
除
」
と
い
っ
た
項
目
（
名
稱
は
定
か
で
は
な
い
が
）

の
冒
頭
に
あ
っ
た
も
の
と
思
し
い
。
こ
の
う
ち
一
例
目
は
、「
其
用
酒
之
法
」
ま
で
は
疏
の
地
の
文
だ
が
、
逆
に
こ
の
主
題
の
明
示
か
ら
、

『
義
宗
』
に
「
用
酒
之
法
」
に
關
す
る
項
目
が
あ
り
、
そ
れ
を
疏
が
引
き
寫
し
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

『
義
宗
』
の
内
容
面
の
特
徵
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
・
第
三
章
の
分
析
で
そ
の
一
端
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
し
か
し
、
『
義
宗
』
は
佚

書
で
あ
っ
て

、
現
存
す
る
佚
文
の
讀
解
だ
け
で
は
、『
義
宗
』
全
體
の
性
質
を
結
論
付
け
る
に
は
心
も
と
な
い
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、『
義

（50）

宗
』
が
後
世
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
き
た
の
か
を
槪
觀
す
る
こ
と
で
、『
義
宗
』
全
體
の
性
質
を
考
え
る
材
料
と
し
た
い
。

ま
ず
唐
代
に
は
、
國
家
的
な
儀
禮
に
關
わ
る
議
論
に
お
い
て
、『
義
宗
』
が
よ
く
參
照
さ
れ
た
。『
舊
唐
書
』
か
ら
例
を
探
す
と
、
顯
慶

年
閒
（
六
五
六
～
六
六
一
）
に
は
、
禮
部
尚
書
の
許
敬
宗
が
天
地
を
祀
る
方
法
に
つ
い
て
『
義
宗
』
と
『
禮
論
』
の
賀
循
説
を
竝
べ
て
引
用

す
る
（
禮
儀
志
三
・
封
禪
）。
ま
た
、
聖
曆
元
年
（
六
九
八
）
の
告
朔
に
關
す
る
議
論
で
、
司
禮
博
士
の
辟
閭
仁
諝
は
『
禮
論
』『
江
都
集
禮
』

『
貞
觀
禮
』
と
と
も
に
『
義
宗
』
の
説
を
用
い
る
（
禮
儀
志
二
・
明
堂
）。
ほ
か
、
景
龍
三
年
（
七
〇
九
）
に
は
、
祝
欽
明
と
彭
景
直
が
皇

后
の
祭
祀
へ
の
參
加
に
關
す
る
議
論
に
お
い
て
、『
義
宗
』
を
引
用
す
る
（
儒
學
傳
・
祝
欽
明
）。
こ
れ
ら
が
特
殊
な
例
で
は
な
い
と
い
う
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こ
と
は
、『
唐
會
要
』『
大
唐
郊
祀
錄
』
の
ほ
か
、
則
天
武
后
の
撰
と
冠
す
る
『
樂
書
要
錄
』
な
ど
に
『
義
宗
』
が
多
く
引
用
さ
れ
る
こ
と

か
ら
も
確
か
め
ら
れ
る
。

ま
た
『
義
宗
』
は
、
學
者
が
若
い
頃
に
讀
ん
だ
本
と
し
て
も
名
前
の
擧
が
る
書
物
で
、
陸
詡
（
梁
～
陳
）
が
若
い
頃
に
『
義
宗
』
を
學
ん

だ
話
や

、
孔
穎
達
が
若
い
頃
か
ら
『
義
宗
』
を
暗
記
し
て
い
た
話
が
あ
る

。
特
に
孔
穎
達
が
『
義
宗
』
を
用
い
る
こ
と
は
、
二
・
三
章

（51）

（52）

で
見
た
よ
う
に
、『
禮
記
正
義
』
に
崔
説
が
多
く
引
か
れ
る
こ
と
か
ら
も
確
か
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
本
稿
で
紹
介
し
た
『
禮
記
正
義
』
に

引
か
れ
る
「
變
除
之
旨
」
の
長
文
の
崔
説
は
、『
正
義
』
の
種
本
の
一
つ
と
さ
れ
る
『
禮
記
子
本
疏
義
』（
喪
服
小
記
篇
の
一
部
を
殘
す
）

に
は
引
か
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら

、
孔
穎
達
を
中
心
と
す
る
『
正
義
』
編
纂
者
が
わ
ざ
わ
ざ
『
義
宗
』
の
記
述
を
付
け
足
し
た
部
分
だ

（53）

と
推
測
さ
れ
る
。
こ
れ
も
孔
穎
達
が
『
義
宗
』
を
用
い
る
こ
と
を
裏
付
け
る
證
據
と
な
る
。

『
義
宗
』
を
積
極
的
に
用
い
る
書
物
と
し
て
は
、
王
應
麟
『
玉
海
』
が
あ
り
、
郊
祀
・
音
樂
・
學
制
な
ど
の
禮
制
を
項
目
別
に
整
理
す

る
に
當
た
っ
て
、
六
十
箇
條
以
上
で
『
義
宗
』
を
用
い
て
い
る
。
ま
た
、
禮
制
度
を
圖
式
的
に
整
理
し
た
書
物
で
あ
る
『
三
禮
圖
』
も
『
義

宗
』
を
用
い
て
い
る
が
、
そ
の
著
者
の
聶
崇
義
は
以
下
の
言
葉
を
殘
し
て
い
る
。

靈
恩
議
論
，
理
未
爲
失
，
所
以
自
《
義
宗
》
之
出
，
歷
梁
、
陳
、
隋
、
唐
垂
四
百
年
，
言
禮
者
引
爲
師
法
，
今
《
五
禮
精
義
》、《
開

元
禮
》、《
郊
祀
錄
》
皆
引
《
義
宗
》
爲
標
準
。
近
代
晉
漢
兩
朝
，
仍
依
舊
制
。（
『
宋
史
』
儒
林
傳
・
聶
崇
義
）

崔
靈
恩
の
議
論
は
、
道
理
に
過
失
が
な
い
の
で
、『
義
宗
』
が
出
て
か
ら
と
い
う
も
の
、
梁
・
陳
・
隋
・
唐
ま
で
四
百
年
近
く
の
閒
、

禮
を
言
う
者
は
引
用
し
て
師
法
と
し
、
今
の
『
五
禮
精
義
』

『
開
元
禮
』『
大
唐
郊
祀
錄
』
は
い
ず
れ
も
『
義
宗
』
を
引
い
て
標
準

（54）

と
し
て
い
る
。
近
代
の
後
晉
・
後
漢
の
兩
王
朝
も
、
そ
の
ま
ま
舊
制
に
依
っ
た
。

以
上
を
ま
と
め
る
と
、『
義
宗
』
は
、
士
大
夫
が
國
家
儀
禮
の
議
論
の
場
で
參
照
す
る
書
物
で
あ
る
と
同
時
に
、
學
問
を
身
に
つ
け
る
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段
階
で
も
有
用
と
さ
れ
た
書
物
で
、
禮
制
度
の
整
理
の
際
に
も
活
用
さ
れ
た
書
物
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
前
章
ま
で
の

崔
説
の
分
析
と
、
本
章
で
述
べ
た
書
錄
解
題
の
記
述
、
後
世
の
受
容
か
ら
考
え
る
と
、
結
局
『
義
宗
』
は
ど
の
よ
う
な
書
物
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

第
一
に
、
『
義
宗
』
に
は
百
五
十
前
後
の
禮
の
ト
ピ
ッ
ク
の
項
目
が
あ
り
、
そ
の
項
目
は
「
三
禮
」
全
般
を
あ
る
程
度
網
羅
す
る
も
の

で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
網
羅
的
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
ほ
ど
の
使
い
勝
手
の
良
さ
は
な
く
、
限
ら
れ
た
場
面
に
し
か
通
用
し
な
い
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。

第
二
に
、
『
義
宗
』
の
項
目
の
中
身
は
、
各
禮
制
を
明
快
に
整
理
す
る
も
の
で
、
學
習
段
階
で
讀
ん
で
も
理
解
し
や
す
い
ほ
ど
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
加
え
て
、
國
家
儀
禮
の
議
論
の
場
で
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
各
制
度
の
整
理
の
典
據
と
な
る
經
・

注
も
示
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
經
・
注
の
根
據
が
あ
っ
て
こ
そ
、
そ
の
内
容
が
説
得
的
に
用
い
ら
れ
得
る
か
ら
で
あ
る
。

第
二
章
・
第
三
章
の
檢
討
か
ら
、
崔
靈
恩
の
狙
い
は
、
祭
祀
の
意
義
や
具
體
的
な
手
順
、
規
定
に
つ
い
て
、
經
文
・
鄭
注
・
諸
學
説
を

涉
獵
し
、
全
體
の
流
れ
を
示
す
・
言
葉
を
補
う
・
言
葉
を
言
い
換
え
る
・
内
容
を
竝
び
替
え
る
と
い
っ
た
工
夫
を
凝
ら
し
、
禮
制
を
分
か

り
や
す
く
再
整
理
す
る
こ
と
に
あ
る
と
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
は
、
い
ま
本
章
で
導
い
た
『
義
宗
』
の
特
徵
と
矛
盾
せ
ず
に
理
解
す
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。
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お
わ
り
に

第
四
章
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、『
義
宗
』
は
歷
史
上
よ
く
參
照
さ
れ
て
き
た
書
物
で
あ
る
。
な
ぜ
『
義
宗
』
が
參
照
さ
れ
續
け
た
の

か
と
い
う
問
い
は
、『
義
宗
』
が
經
學
史
上
で
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
の
か
と
い
う
問
い
と
重

な
る
も
の
で
あ
る
。
最
後
に
、
こ
の
問
い
に
對
す
る
筆
者
の
今
後
の
展
望
を
提
示
し
、
本
稿
の
ま
と
め
と
し
た
い
。

經
學
の
中
心
的
な
營
み
の
一
つ
に
、
禮
制
度
に
對
す
る
硏
究
（
禮
學
）
が
あ
る
。
禮
學
を
集
大
成
し
、
そ
の
後
の
展
開
に
大
き
な
影
響

を
與
え
た
の
が
後
漢
の
鄭
玄
で
あ
り
、
そ
の
功
績
は
『
周
禮
』
を
中
心
と
し
て
三
禮
を
總
合
的
に
組
み
合
わ
せ
、
體
系
化
し
た
こ
と
に
あ

る
と
さ
れ
て
き
た

。
（55）

で
は
鄭
玄
に
よ
っ
て
、
經
書
に
記
さ
れ
る
儀
禮
（
祭
祀
や
葬
禮
な
ど
）
の
規
則
や
手
順
が
整
理
さ
れ
て
示
さ
れ
た
か
と
い
う
と
、
決
し

て
そ
う
で
は
な
い
。
む
し
ろ
池
田
秀
三
氏
が
「
鄭
玄
は
、
細
々
し
た
儀
節
に
そ
れ
ほ
ど
興
味
を
も
っ
て
い
た
よ
う
に
は
感
じ
ら
れ
な
い
。

あ
る
禮
制
や
禮
儀
に
つ
い
て
、
作
法
や
儀
節
を
具
體
的
に
説
明
す
る
こ
と
は
か
え
っ
て
少
な
く
、
そ
の
關
心
は
も
っ
ぱ
ら
ど
う
い
う
理
由

で
そ
の
よ
う
な
禮
儀
・
制
度
が
定
め
ら
れ
た
か
に
注
が
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
」

と
述
べ
る
よ
う
に
、
鄭
注
を
見
る
限
り
で
は
、
鄭

（56）

玄
の
關
心
は
祭
祀
の
意
義
や
等
級
付
け
、
ま
た
そ
の
根
據
に
向
か
っ
て
い
る
。

經
書
の
記
述
に
は
雜
駁
な
部
分
も
多
い
な
か
で
、
鄭
玄
が
經
書
の
各
所
に
見
え
る
儀
禮
を
體
系
的
に
關
連
づ
け
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
ぞ

れ
の
儀
禮
の
中
身
と
な
る
規
則
・
手
順
が
整
理
さ
れ
て
示
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
分
散
し
た
經
注
の
記
載
だ
け
が
あ
る
狀
態
で
は
、
實

際
に
儀
禮
を
行
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
た
め
に
議
論
を
行
う
だ
け
で
も
困
難
を
極
め
る
。
こ
う
し
た
狀
況
で
次
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
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と
し
て
、
經
文
・
鄭
注
を
涉
獵
し
、
禮
を
項
目
ご
と
に
整
理
し
、
全
體
の
體
系
を
明
確
に
示
す
營
み
が
發
生
す
る
の
は
、
自
然
な
流
れ
で

あ
ろ
う

。
（57）

本
稿
の
第
一
章
で
、
南
北
朝
時
代
に
三
禮
の
總
合
的
な
著
作
が
增
え
て
く
る
と
述
べ
た
が
、
こ
の
流
れ
は
當
時
の
學
問
的
・
政
治
的
な

要
求
を
反
映
し
て
お
り
、『
義
宗
』
も
同
じ
文
脈
に
あ
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
第
二
章
・
第
三
章
で
明
ら
か
に
し
た
崔
靈
恩
の
細
や

か
な
仕
事
ぶ
り
は
、
當
時
の
禮
學
の
課
題
を
反
映
す
る
も
の
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
し
、
第
四
章
の
事
例
の
よ
う
に
『
義
宗
』
が
後
世

に
よ
く
用
い
ら
れ
た
の
は
、『
義
宗
』
が
そ
の
要
求
を
あ
る
程
度
ク
リ
ア
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と

え
ば
、
唐
の
寧
州
參
軍
の
張
頻
が
わ
ざ
わ
ざ
『
義
宗
』
を
拔
粹
し
て
『
禮
粹
』
と
い
う
書
物
を
作
っ
て
い
た
こ
と
を
鑑
み
て
も

、『
義
宗
』

（58）

ま
た
は
『
義
宗
』
的
な
役
割
を
果
た
す
本
が
當
時
必
要
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
う
し
た
經
學
史
の
全
體
像
を
語
る
に
は
、
本
稿
の
檢
討
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
が
、
今
後
の
見
通
し
と
し
て
こ
こ
に
示
し
、
本
稿

の
ま
と
め
と
す
る
。

注
（
１
）
た
と
え
ば
皮
錫
瑞
『
經
學
歷
史
』
は
、
魏
晉
南
北
朝
時
代
を
「
經
學
分
立
時
代
」
と
し
、
特
に
南
朝
の
學
問
を
「
南
學
則
尚
王
輔

嗣
之
玄
虛
，
孔
安
國
之
僞
撰
，
杜
元
凱
之
臆
解
，
此
數
家
與
鄭
學
枘
鑿
，
亦
與
漢
儒
背
馳
」（
中
華
書
局
標
點
本
）
と
評
し
て
い

る
。

（
２
）
古
勝
隆
一
『
中
國
中
古
の
學
術
』（
硏
文
出
版
、
二
〇
〇
六
）、
同
『
中
國
中
古
の
學
術
と
社
會
』（
法
藏
館
、
二
〇
二
一
）
な
ど

を
參
照
。
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（
３
）
鎌
田
正
『
左
傳
の
成
立
と
其
の
展
開
』（
大
修
館
書
店
、
一
九
六
三
）、
加
賀
榮
治
『
中
國
古
典
解
釋
史
・
魏
晉
篇
』（
勁
草
書
房
、

一
九
六
四
）、
古
橋
紀
宏
『
魏
晉
時
代
に
お
け
る
禮
學
の
硏
究
』（
東
京
大
學
大
學
院
人
文
社
會
系
硏
究
科
博
士
論
文
、
二
〇
〇
七
）

な
ど
。

（
４
）
馬
國
翰
『
玉
函
山
房
輯
佚
書
』、
黃
奭
『
黃
氏
逸
書
考
』、
簡
博
賢
『
今
存
南
北
朝
經
學
遺
籍
考
』（
黎
明
文
化
事
業
、
一
九
七
五
）

な
ど
が
代
表
例
。

（
５
）
李
弘
喆
「
世
本
探
源
：
『
世
本
』
受
容
史
硏
究
序
説
」（
『
史
林
』
一
〇
一
‐
五
、
二
〇
一
八
）
を
參
照
。

（
６
）
夏
炎
『
中
古
世
家
大
族
淸
河
崔
氏
硏
究
』（
天
津
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
四
、
三
二
五
～
三
二
六
頁
）
に
よ
れ
ば
、
淸
河
崔
氏
は

總
じ
て
儒
學
に
通
じ
る
者
が
多
く
、
老
莊
を
尊
ぶ
者
は
少
な
か
っ
た
と
い
う
。

（
７
）『
梁
書
』
儒
林
傳
・
崔
靈
恩
「
崔
靈
恩
，
淸
河
東
武
城
人
也
。
少
篤
學
，
從
師
徧
通
五
經
，
尤
精
三
禮
、
三
傳
。
先
在
北
仕
爲
太

常
博
士
，
天
監
十
三
年
歸
國
。
高
祖
以
其
儒
術
，
擢
拜
員
外
散
騎
侍
郞
，
累
遷
步
兵
校
尉
，
兼
國
子
博
士
。
靈
恩
聚
徒
講
授
，
聽

者
常
數
百
人
。
性
拙
朴
，
無
風
采
，
及
解
經
析
理
，
甚
有
精
致
，
京
師
舊
儒
咸
稱
重
之
，
助
敎
孔
僉
尤
好
其
學
。
…
…
出
爲
長
沙

内
史
，
還
除
國
子
博
士
，
講
衆
尤
盛
。
出
爲
明
威
將
軍
、
桂
州
刺
史
，
卒
官
。」
以
下
、
正
史
の
底
本
は
中
華
書
局
標
點
本
を
用

い
た
。

（
８
）『
梁
書
』
儒
林
傳
・
崔
靈
恩
に
は
「
集
注
毛
詩
二
十
二
卷
」「
集
注
周
禮
四
十
卷
」「
三
禮
義
宗
四
十
七
卷
（
《
南
史
》
作
三
十
卷
）」

「
春
秋
序
一
卷
」
「
左
氏
經
傳
義
二
十
二
卷
」「
左
氏
條
例
十
卷
」「
公
羊
穀
梁
文
句
義
十
卷
」
と
あ
り
、
若
干
の
出
入
が
あ
る
。

（
９
）
牟
潤
孫
「
論
儒
釋
兩
家
之
講
經
與
義
疏
」（
『
注
史
齋
叢
稿
』
中
華
書
局
、
一
九
八
七
所
收
）、
古
勝
前
揭
書
二
〇
〇
六
を
參
照
。

（

）『
禮
記
』
樂
記
疏
に
「
皇
氏
用
崔
氏
之
説
云
…
…
」
と
あ
る
。
な
お
、
以
下
に
引
用
す
る
禮
記
疏
は
越
刊
八
行
本
を
底
本
と
し
、

10



- 29 -

阮
元
本
と
重
大
な
異
同
が
あ
る
場
合
に
は
注
記
し
た
。

（

）
藤
川
正
數
『
魏
晉
時
代
に
お
け
る
喪
服
禮
の
硏
究
』（
敬
文
社
、
一
九
六
〇
、
六
五
～
六
七
頁
）
を
參
照
。

11
（

）『
北
史
』
儒
林
傳
序
「
大
抵
南
北
所
爲
章
句
，
好
尚
互
有
不
同
。
江
左
，《
周
易
》
則
王
輔
嗣
，《
尚
書
》
則
孔
安
國
，《
左
傳
》
則

12

杜
元
凱
。
河
洛
，《
左
傳
》
則
服
子
愼
，《
尚
書
》、《
周
易
》
則
鄭
康
成
，《
詩
》
則
竝
主
於
毛
公
，《
禮
》
則
同
遵
於
鄭
氏
。」

（

）『
梁
書
』
儒
林
傳
・
崔
靈
恩
「
靈
恩
先
習
《
左
傳
》
服
解
，
不
爲
江
東
所
行
，
及
（
《
南
史
》
作
「
乃
」）
改
説
杜
義
，
每
文
句
常

13

申
服
以
難
杜
，
遂
著
左
氏
條
義
以
明
之
。
時
有
助
敎
虞
僧
誕
又
精
杜
學
，
因
作
申
杜
難
服
，
以
答
靈
恩
，
世
竝
行
焉
」
、
ま
た
吉

川
忠
夫
「
島
夷
と
索
虜
の
あ
い
だ
‐
典
籍
の
流
傳
を
中
心
と
し
た
南
北
朝
文
化
交
流
史
」（
『
東
方
學
報
』
七
二
、
二
〇
〇
〇
、
一

五
一
～
一
五
三
頁
、
後
に
『
六
朝
隋
唐
文
史
哲
論
集
Ⅰ
』
法
藏
館
、
二
〇
二
〇
所
收
）
を
參
照
。

（

）
古
橋
前
揭
書
を
參
照
。

14
（

）
以
下
、『
通
典
』
の
底
本
は
北
宋
本
（
一
部
補
寫
、
汲
古
書
院
一
九
八
〇
年
影
印
本
）
に
據
る
。

15
（

）『
周
禮
』
春
官
・
大
宗
伯
疏
「
云
社
稷
土
穀
之
神
者
，
案
《
孝
經
緯
援
神
契
》
云
：
社
者
五
土
之
揔
神
，
稷
者
原
隰
之
神
」（
以
下
、

16

禮
記
疏
以
外
の
注
疏
は
阮
元
本
に
據
る
）、
鄭
玄
の
社
稷
説
に
つ
い
て
は
、
間
嶋
潤
一
「
鄭
玄
の
社
稷
解
釋
に
つ
い
て
」（
『
中
國

文
化
：
硏
究
と
敎
育
：
漢
文
學
會
會
報
』
四
八
、
一
九
九
〇
）
を
參
照
。

（

）『
通
典
』
卷
五
十
五
・
禮
十
五
・
歷
代
所
尚
「
崔
靈
恩
云
，
若
以
《
書
傳
中
候
》
文
，
依
三
正
記
推
之
，
則
三
皇
五
帝
之
所
尚
可

17

得
而
知
也
。」

（

）
池
田
秀
三
「
緯
書
鄭
氏
學
硏
究
序
説
」（
『
哲
學
硏
究
』
四
七
‐
六
、
一
九
八
三
）、
武
田
時
昌
「
中
世
の
義
疏
學
と
緯
學
」（
『
信

18

州
大
學
敎
育
學
部
紀
要
』
七
〇
、
一
九
九
〇
）
を
參
照
。
た
だ
、
崔
靈
恩
が
鄭
玄
説
を
取
ら
な
い
例
も
あ
り
、『
禮
記
』
郊
特
牲
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疏
「
但
魯
之
郊
祭
，
師
説
不
同
。
崔
氏
皇
氏
用
王
肅
之
説
，
以
魯
冬
至
郊
天
，
至
建
寅
之
月
，
又
郊
以
祈
穀
。
…
…
而
崔
氏
皇
氏

以
爲
魯
冬
至
郊
天
，
夏
至
又
郊
，
凡
二
郊
，
非
鄭
義
也
」
は
そ
の
一
例
。

（

）
祫
・
禘
の
區
別
や
そ
の
歷
代
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
池
田
秀
三
「
黃
侃
〈
禮
學
略
説
〉
詳
注
稿
（
一
）
」（
『
中
國
思
想
史
硏
究
』

19

二
八
、
二
〇
〇
六
）
に
詳
し
い
。

（

）『
毛
詩
』
周
頌
・
雝
・
鄭
箋
「
禘
，
大
祭
也
。
大
於
四
時
而
小
於
祫
。」

20
（

）
禘
・
祫
と
い
っ
た
王
の
宗
廟
の
祭
祀
の
儀
節
に
つ
い
て
は
、
林
巳
奈
夫
「
『
周
禮
』
の
六
尊
六
彝
と
考
古
學
遺
物
」（
『
東
方
學
報
』

21

五
二
、
一
九
八
〇
、
五
五
～
五
八
頁
）
に
詳
し
く
、
本
稿
で
譯
文
を
作
成
す
る
際
に
參
考
に
し
た
。

（

）
五
齊
と
は
泛
齊
・
醴
齊
・
盎
齊
・
緹
（
醍
）
齊
・
沈
齊
、
三
酒
と
は
事
酒
・
昔
酒
・
淸
酒
の
こ
と
で
、
酒
の
製
法
と
濃
さ
に
よ
っ

22

て
區
別
さ
れ
る
。
林
巳
奈
夫
「
漢
代
の
飮
食
」
（
『
東
方
學
報
』
四
八
、
一
九
七
五
）、
王
雪
萍
『
《
周
禮
》
飮
食
制
度
硏
究
』（
廣

陵
書
社
、
二
〇
一
〇
）
に
詳
し
い
。
ま
た
、
鄭
玄
は
『
魯
禮
禘
祫
志
』
で
「
祫
備
五
齊
三
酒
，
禘
以
四
齊
三
酒
。
祫
用
六
代
之
樂
、

禘
用
以
四
代
之
樂
」（
陳
祥
道
『
禮
書
』
引
）
と
述
べ
る
。
そ
の
根
據
は
、『
周
禮
』
酒
正
に
示
さ
れ
る
神
酒
の
分
類
が
五
齊
・
三

酒
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
全
て
を
用
い
る
の
は
、（
鄭
説
で
は
）
宗
廟
で
行
わ
れ
る
最
大
の
祭
禮
と
さ
れ
る
祫
祭
と
考
え
ら

れ
る
こ
と
に
あ
る
だ
ろ
う
。

（

）
著
尊
と
は
模
樣
の
少
な
い
器
、
ま
た
は
足
の
な
い
器
の
こ
と
。
壺
尊
と
は
壺
を
酒
器
と
し
て
用
い
た
も
の
。
當
該
經
文
の
鄭
注
に

23

「
鄭
司
農
云
…
…
著
尊
者
，
著
略
尊
也
。
或
曰
：
著
尊
著
地
無
足
。
…
…
壺
者
以
壺
爲
尊
」
と
い
う
。

（

）
斝
彝
と
は
穀
物
の
柄
が
入
っ
た
彝
器
、
黃
彝
と
は
黃
金
の
線
が
入
っ
た
彝
器
の
こ
と
（『
周
禮
』
春
官
・
司
尊
彝
「
用
斝
彝
黃
彝
」、

24

鄭
注
「
斝
讀
爲
稼
，
稼
彝
畫
禾
稼
也
。
黃
彝
，
黃
目
尊
也
」
）。
ま
た
、
鬱
鬯
と
は
鬱
金
の
葉
で
香
り
を
つ
け
た
鬯
（
ク
ロ
キ
ビ
）
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の
酒
の
こ
と
（『
周
禮
』
春
官
・
鬱
人
「
凡
祭
祀
，
賓
客
之
祼
事
，
和
鬱
鬯
以
實
彝
而
陳
之
」、
鄭
注
「
築
鬱
金
煑
之
，
以
和
鬯
酒
。

鄭
司
農
云
：
鬱
，
草
名
。
…
…
鬱
爲
草
，
若
蘭
」）。

（

）「
陳
之
」、
阮
元
本
作
「
之
尊
」。

25
（

）「
祝
在
後
」、
阮
元
本
作
「
入
在
後
」。

26
（

）「
致
人
鬼
」、
阮
元
本
作
「
降
人
鬼
」。

27
（

）
こ
の
こ
と
は
賈
公
彦
も
注
意
し
て
お
り
、『
周
禮
』
春
官
・
守
祧
疏
に
「
鄭
引
之
者
，
欲
見
天
子
已
下
凡
尸
，
皆
服
死
者
大
斂
之

28

遺
衣
」、『
周
禮
』
春
官
・
司
服
疏
に
「
大
祫
於
大
祖
后
稷
廟
中
，
尸
服
衮
冕
，
王
服
亦
衮
冕
也
」
な
ど
と
い
う
。

（

）
賈
疏
は
「
太
廟
之
内
敬
矣
者
，
擧
大
祫
之
祭
，
故
云
大
廟
」
と
い
う
。
賈
疏
は
當
該
箇
所
に
對
し
「
宗
廟
不
言
時
節
者
，
天
地
自

29

相
對
而
言
，
至
此
宗
廟
無
所
，
謂
祫
祭
也
」
等
と
述
べ
、
同
じ
く
祫
と
し
て
解
釋
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
崔
説
を
踏
襲
す
る
の
か

も
し
れ
な
い
。

（

）
實
際
、
樂
を
行
う
儀
節
の
置
か
れ
る
順
序
は
、『
讀
禮
通
考
』『
禮
書
綱
目
』
な
ど
で
少
し
異
な
る
場
合
が
あ
る
。

30
（

）
昭
・
穆
の
尸
の
數
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
廟
の
數
だ
け
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
次
の
部
分
に
「
昭
共
一
牢
，
穆
共
一
牢
」
な
ど
と

31

あ
る
の
を
見
る
と
、
崔
靈
恩
は
昭
・
穆
に
一
人
ず
つ
を
想
定
し
て
お
り
、
こ
れ
に
太
祖
を
加
え
て
三
人
と
な
る
。

（

）
祼
を
終
え
た
王
が
門
に
牲
を
出
迎
え
に
行
く
の
は
、『
禮
記
』
郊
特
牲
「
既
灌
，
然
後
迎
牲
」
に
據
る
。

32
（

）『
公
羊
傳
』
文
公
十
三
年
「
世
室
者
何
。
魯
公
之
廟
也
。
周
公
稱
大
廟
，
魯
公
稱
世
室
，
群
公
稱
宮
，
此
魯
公
之
廟
也
。
…
…
魯

33

祭
周
公
，
何
以
爲
牲
。
周
公
用
白
牲
，
魯
公
用
騂
犅
。」

（

）
賈
疏
は
「
太
廟
之
内
敬
矣
者
，
擧
大
祫
之
祭
，
故
云
大
廟
」
と
い
う
。

34
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（

）
鄭
注
に
「
親
制
祭
，
謂
朝
事
進
血
膋
時
，
所
制
者
制
肝
洗
於
鬱
鬯
，
以
祭
於
室
及
主
」
と
あ
る
。

35
（

）『
禮
記
』
郊
特
牲
「
取
膟
膋
燔
燎
升
首
，
報
陽
也
」
に
據
る
。

36
（

）「
墮
于
主
」
の
譯
は
、
疏
「
墮
謂
墮
祭
也
，
謂
分
減
肝
膋
以
祭
主
前
也
」
を
參
考
に
し
た
。

37
（

）
原
文
は
「
尸
薦
以
籩
豆
」
だ
が
、
こ
こ
は
后
の
動
作
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
、「
尸
」
は
「
后
」
の
誤
字
で
あ
る
と
考
え

38

た
。

（

）
變
除
に
つ
い
て
の
先
行
硏
究
に
末
永
高
康
「
喪
服
の
變
除
に
つ
い
て
の
一
考
察
」（
『
東
洋
古
典
學
硏
究
』
五
三
、
二
〇
二
二
）
が

39

あ
り
、
譯
文
の
作
成
時
に
參
照
し
た
。

（

）「
立
義
既
載
五
服
變
除
」
は
意
味
が
取
り
に
く
い
。「
五
服
變
除
」
と
い
う
書
籍
（
も
し
く
は
項
目
）
に
、
既
に
（
五
服
や
變
除
の
）

40

意
義
は
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
「
變
除
之
旨
」
を
擧
げ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
こ
は
も

と
も
と
崔
靈
恩
が
書
い
た
文
章
の
う
ち
、
一
つ
の
段
落
（
ま
た
は
項
目
）
の
書
き
出
し
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

（

）
た
だ
、
形
式
面
の
類
似
に
つ
い
て
は
、『
正
義
』
が
崔
説
を
引
用
す
る
際
に
「
知
…
…
者
」
の
形
に
變
え
た
可
能
性
も
否
定
で
き

41

な
い
。

（

）『
儀
禮
』
士
喪
禮
「
主
人
髺
髮
袒
，
衆
主
人
免
于
房
」
鄭
注
「
始
死
將
斬
衰
者
雞
斯
，
將
齊
衰
者
素
冠
」
。「
將
齊
衰
者
，
骨
笄
而

42

纚
」
は
先
述
し
た
。

（

）『
隋
書
』
經
籍
志
に
「
喪
服
變
除
」
と
し
て
著
錄
さ
れ
る
の
は
、
葛
洪
撰
の
み
。
鄭
注
『
喪
服
變
除
』
は
、『
儀
禮
』
喪
服
篇
の
單

43

行
版
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
そ
う
だ
が
、
以
下
の
本
文
で
引
用
す
る
鄭
注
『
喪
服
變
除
』
の
文
が
、『
儀
禮
』
喪
服
の
鄭
注
に
は

見
當
た
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
別
本
と
考
え
て
お
く
。
な
お
馬
國
翰
も
、
隋
志
の
收
め
る
「
喪
服
經
傳
注
一
卷
」
が
『
儀
禮
』
喪
服
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篇
の
單
行
版
と
し
、
唐
志
著
錄
の
「
喪
服
變
除
注
一
卷
」
は
こ
れ
と
は
別
本
と
考
え
て
い
る
（
光
緖
十
五
年
刊
本
『
玉
函
山
房
輯

佚
書
』
鄭
氏
喪
服
變
除
序
）。

（

）
鄭
注
に
「
髺
髮
者
，
去
笄
纚
而
紒
」
と
あ
る
。

44
（

）『
禮
記
』
曾
子
問
疏
に
も
「
崔
氏
云
，
小
斂
之
前
，
大
夫
士
皆
素
冠
，
小
斂
括
髮
之
後
，
士
則
加
素
冠
，
大
夫
加
素
辨
」
と
あ
る
。

45
（

）
疏
に
見
ら
れ
る
「
今
所
不
取
」
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
は
、
王
孫
涵
之
「
義
疏
學
の
轉
換
―
『
五
經
正
義
』
に
お
け
る
「
今
所
不

46

取
」
の
考
察
」（
『
中
國
思
想
史
硏
究
』
四
〇
、
二
〇
一
九
）
を
參
照
。

（

）
ほ
か
、
『
毛
詩
正
義
』
に
も
崔
説
が
數
多
く
引
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
崔
靈
恩
『
集
注
毛
詩
』
に
由
來
す
る
と
推
測
さ
れ
る
。

47
（

）『
郡
齋
讀
書
志
』
禮
類
・
三
禮
義
宗
（
衢
州
本
）「
此
書
在
唐
一
百
五
十
篇
，
今
存
者
一
百
二
十
七
篇
，
凡
兩
戴
王
鄭
異
同
，
皆
援

48

引
古
誼
，
商
略
其
可
否
，
爲
禮
學
之
最
」
、『
直
齋
書
錄
解
題
』
禮
類
・
三
禮
義
宗
（
武
英
殿
聚
珍
版
）「
凡
一
百
四
十
九
條
，
其

説
推
本
三
禮
，
參
取
諸
儒
之
論
，
博
而
覈
矣
。
本
傳
四
十
七
卷
，《
中
興
書
目
》
一
百
五
十
六
篇
，
皆
與
今
篇
卷
數
不
同
」、
ま
た

『
文
獻
通
考
』
卷
一
八
一
・
經
籍
考
・
三
禮
義
宗
（
嘉
靖
三
年
序
刊
本
）
の
引
く
『
崇
文
總
目
』
に
「
梁
明
威
將
軍
崔
靈
恩
撰
，

其
書
合
《
周
禮
》、《
儀
禮
》、
二
戴
之
學
，
敷
述
貫
穿
，
該
悉
其
義
，
合
一
百
五
十
六
篇
，
推
衍
閎
深
，
有
名
前
世
云
」
と
あ
る
。

（

）『
玉
海
』
卷
三
十
九
・
藝
文
（
元
刊
本
、
中
文
出
版
社
一
九
七
七
年
影
印
）「《
義
宗
》
始
於
明
天
地
以
下
歳
祭
，
終
於
明
《
周
禮
》
、

49

《
儀
禮
》、《
禮
記
》
廢
興
義
」、
な
お
姚
振
宗
『
隋
書
經
籍
志
考
證
』
は
、『
義
宗
』
の
「
廢
興
義
」
が
、
賈
公
彦
「
序
周
禮
廢
興
」

の
元
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。

（

）『
義
宗
』
は
、
朱
彝
尊
『
經
義
考
』
に
至
っ
て
佚
書
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
翁
方
綱
『
經
義
考
補
正
』
卷
六
（
粤
雅
堂
叢
書
本
）

50

に
は
「
方
綱
三
十
年
前
見
呉
門
惠
松
厓
（
棟
）
所
手
錄
《
見
聞
書
名
》
一
册
，
内
有
崔
靈
恩
《
三
禮
義
宗
》，
云
今
臨
川
李
御
史
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友
棠
家
有
寫
本
。
及
方
綱
奉
使
江
西
，
於
臨
川
李
氏
訪
借
抄
錄
，
則
云
已
失
去
矣
」
と
あ
る
。

（

）『
陳
書
』
儒
林
傳
・
陸
詡
「
陸
詡
少
習
崔
靈
恩
《
三
禮
義
宗
》。」

51
（

）『
新
唐
書
』
儒
學
傳
・
孔
穎
達
「
八
歳
就
學
，
誦
記
日
千
餘
言
，
闇
記
《
三
禮
義
宗
》。」

52
（

）
山
本
巖
「
禮
記
子
本
疏
義
考
」（『
宇
都
宮
大
學
敎
育
學
部
紀
要
』
第
一
部
、
三
七
、
一
九
八
七
）、
大
坊
眞
伸
「『
禮
記
子
本
疏
義
』

53

と
『
禮
記
正
義
』
と
の
比
較
硏
究
」（
『
大
東
文
化
大
學
漢
學
會
誌
』
四
三
、
二
〇
〇
四
）
を
參
照
。

（

）『
五
禮
精
義
』
と
は
、
唐
の
德
宗
の
時
に
太
常
博
士
で
あ
っ
た
韋
彤
の
著
作
。

54
（

）
鄭
玄
の
學
問
に
つ
い
て
は
、
池
田
秀
三
「
鄭
學
の
特
質
」
（
渡
邉
義
浩
編
『
兩
漢
に
お
け
る
易
と
三
禮
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
六

55

所
收
）、
間
嶋
潤
一
『
鄭
玄
と
『
周
禮
』
―
周
の
太
平
國
家
の
構
想
―
』（
明
治
書
院
、
二
〇
一
〇
）、
喬
秀
岩
「
鄭
學
第
一
原
理
」

（
喬
秀
岩
・
葉
純
芳
『
學
術
史
讀
書
記
』
三
聯
書
店
、
二
〇
一
九
所
收
）
な
ど
を
參
照
。

（

）
池
田
「
鄭
學
の
特
質
」
二
九
四
頁
。

56
（

）
木
島
史
雄
「
六
朝
前
期
の
孝
と
喪
服
―
禮
學
の
目
的
・
機
能
・
手
法
―
」（
小
南
一
郞
編
『
中
國
古
代
禮
制
硏
究
』
京
都
大
學
人

57

文
科
學
硏
究
所
、
一
九
九
五
所
收
）
は
、
對
象
を
喪
服
禮
に
絞
り
な
が
ら
、
六
朝
期
の
禮
學
の
こ
う
し
た
營
み
を
詳
述
し
た
硏
究

と
し
て
擧
げ
ら
れ
る
（
四
三
九
～
四
七
二
頁
）。

（

）『
文
獻
通
考
』
卷
一
八
一
・
經
籍
考
・
禮
粹
二
十
卷
（
嘉
靖
三
年
序
刊
本
）
の
引
く
『
崇
文
總
目
』
に
「
唐
寧
州
參
軍
張
頻
纂
，

58

凡
一
百
三
十
五
條
，
直
鈔
崔
氏
義
宗
之
説
，
無
他
異
聞
」
と
あ
る
ほ
か
、『
通
志
』
卷
七
十
一
・
校
讎
略
・
書
有
名
亡
實
不
亡
論

（
浙
江
書
局
光
緖
二
十
二
刊
本
）
に
も
「
張
頻
《
禮
粹
》
出
於
崔
靈
恩
《
三
禮
義
宗
》，
有
崔
靈
恩
《
三
禮
義
宗
》
則
張
頻
《
禮

粹
》
爲
不
亡
」
と
あ
る
。


